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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年５月１９日（木）１６：３０～：１９：１０ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：細野内閣総理大臣補佐官、西山審議官（原子力安全・保安院）、 

坪井審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力安全委員会事務局）、 

松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

○司会 

お待たせしました。ただ今から政府・東京電力統合対策室合同記者会見を始

めさせていただきます。冒頭に細野豪志内閣総理大臣補佐官より、あいさつを

いただきます。 

 

＜冒頭あいさつ＞ 

○細野補佐官 

 連日会見に御参加いただきましてありがとうございます。私からは 3 点報告

をさせていただきます。まず、1点でございますけれども、昨日、3号機につい

ても初めて作業員が中に入っていたという件でございます。これは、本来であ

れば前向きな動きでございますし、皆さんにできるだけ早くお伝えをしたかっ

た、そういう事象でございましたが、情報伝達の不行き届きというのがござい

まして、昨日の会見のときには判明をしていた、入っていたそうでございます

けれども、皆さんに御報告をしておりませんでした。私自身も、実はその報告

を受けておりませんでした。本来であれば、すぐにお知らせをすべき情報でご

ざいましたので、皆さんにお知らせできなかったことをお詫び申し上げたいと

思います。その上で、様々な情報をできるだけスムーズにお伝えするように、

これから努力をしてまいりたいと思いますので、是非、ここは御容赦をいただ

ければと思います。2点目ですが、昨日、放射線医学総合研究所のシステムの公

開について御質問をいただきました。確認をいたしましたが、このシステムは、

今、開発中だということでございまして、近日中には運用を開始をすべく準備

を進めてきたということでございます。このシステムは、文部科学省が測定し

ている環境モニタリング測定データを用いることなどによりまして、住民個人

の放射線の被ばく量を簡単に推定できるものでございまして、できるだけ早く

公開をすべく、今、準備を進めているということでございます。実際に動かす

際には、個人情報をどのようにして保護していくのかというシステム上の問題。

さらには、原子力安全委員会を始めとした関係機関との調整が必要だというこ
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とでございますので、その準備を鋭意進めた上で、できるだけ早い公開に、是

非、たどり着きたいと考えております。最後に、先週私が、福島第一原子力発

電所の視察に行ってまいりましたときに同行した米国の関係者でございますけ

れども、これは、NRC の日本側に来ている団長でございまして、これは、米側に

も了承は取れましたので、皆さんに御報告を申し上げたいと思います。私から

は以上です。 

 

○司会 

ありがとうございます。それでは、お手元の式次第に従いまして、順次進め

させていただきます。関係機関からの説明ということで、最初に、環境モニタ

リングについて、東京電力よりサイト内における環境モニタリング結果につい

て説明します。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

東京電力の松本でございます。それでは、お手元の資料に従いまして、3件東

京電力から御報告させていただきます。1件目は、敷地内における空気中の放射

性物質の濃度の測定結果でございます。資料のタイトルを申し上げますと、「福

島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果につ

いて」。サブタイトルが「第 55 報」となっているものでございます。こちらは、

福島第一原子力発電所西門、第二原子力発電所のモニタリングポストの 1 番の

ところのデータを採取しているものでございます。値を御確認いただけると分

かるとおり空気中の濃度限度に対する割合といたしましては、ここ数日 0.01 程

度で推移をいたしております。経時変化につきましては 3ページ目、4ページ目

の方をご確認ください。続きまして、海水の分析結果につきまして 2 点御報告

させていただきます 1 点目は、資料のタイトルで申し上げますと「福島第一原

子力発電所付近の海水からの放射性物質の検出について」ということで、サブ

タイトルが「第 57 報」となっているものでございます。こちらは、福島第一原

子力発電所の沖合沿岸部、それから沖合の 17 箇所につきましてサンプリングを

行って分析を進めているものでございます。沖合に関しましては、悪天候等に

より採取できない期間がございますけれども、継続的に監視を続けております。

ページをめくっていただきまして、2ページ目、3ページ目の方に分析結果を載

せさせていただいております。福島第一原子力発電所の 5、6号機北側のところ

が引き続きセシウム 134 で 1.3倍程度の検出が行われております。続きまして、

3点目の資料でございますけれども A4、1 枚ものでございます。資料のタイトル

で申し上げますと「茨城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の結果に
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ついて」ということで「続報 2」でございます。これは、東京電力と文科省さん

の方で分担して茨城県の沖合のサンプリングを行っておりますけれども、沿岸、

約 3km の 5 箇所の地点につきまして、東京電力で測定した結果でございます。

裏面の方に分析結果を載せさせていただきましたけれども、全ての地点で、ヨ

ウ素、セシウムに関しましては ND 検出限界未満ということでございました。以

上でございます。 

 

○司会 

ありがとうございます。それでは、環境モニタリング結果について文部科学

省より説明します。 

 

○文部科学省 

 文部科学省の坪井でございます。よろしくお願いいたします。お手元に資料

を2つお配りしております。「環境モニタリングの結果について」ということで、

本体と別冊でございます。全国的な調査ということでは、放射能水準の調査、

定時降下物、上水等の結果がございます。また、大学の協力による空間放射線

量の測定についての資料がございます。また、発電所周辺につきましては、空

間放射線率、ダストサンプリングや環境試料、土壌モニタリングの結果。それ

から、福島県にやっていただいている測定の結果、更に、福島県にやっていた

だいている積算線量計の結果などがあります。また、海洋についての調査結果

も付けてございます。いずれも、従来と大きく変わる傾向はないと思いますが、

従来どおり原子力安全委員会の方に評価を行っていただいております。あと、

昨日、御質問がありました事項について御報告したいと思います。1つは、昨日、

高木文部科学大臣が、衆議院の文部科学委員会で答弁したということに関係い

たします、梅雨前に行うと申し上げたということについて、大臣がおっしゃっ

ていましたのは、土壌の濃度マップを作るための測定、これを梅雨の前にやる

ということを申し上げておりましたので、この点を御報告したいと思います。

また、昨日、全国高等学校総合文化祭についてのお問い合わせがございました。

これは、文化庁と地元の福島県等が主催いたしまして 8 月に行うことを予定し

ておるものでございます。今回、震災の影響があったのでということで検討し

たようですが、5 月 13 日に福島県知事が、これを開催するということを発表さ

れております。ただ、予定した会場で一部地震の被害などがあってできない部

門があるので、少し部門を縮小して、屋内で行うものにだけ限ってやるという

ようなことになっているようでございます。この点につきましては、文化庁の

方が担当でございますので、御質問がありましたら、文化庁の方に問い合わせ

ていただければ幸いでございます。私からは以上でございます。 
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○司会 

ありがとうございます。それでは、次でございますが、原子力安全委員会よ

り環境モニタリング結果の評価につて説明いたします。 

 

○原子力安全委員会事務局 

原子力安全委員会事務局の加藤でございます。よろしくお願いいたします。

私の方からは、1枚紙裏表でコピーしてございます「環境モニタリング結果の評

価について」という原子力安全委員会名の紙で御説明申し上げます。空間放射

線量、空気中の放射性物質濃度については大きな変化はございません。4の環境

試料の関係で裏面にいっていただきますと、海水中の放射性物質のモニタリン

グのことが書いてございます。こちらの参考資料で申し上げますと、13 ページ

に発電所前面のサンプリングの様子の図が出てございますが、これは 16 日採取

したものでありまして、東京電力によって行われたものでありますけれども、

この日につきましては、①番、第一原発の全面海域のセシウムで基準値を上回

るのが出ているということで、それ以外は基準値以下、あるいは不検出という

ことでございます。5番目が全国の都道府県の放射能水準調査でございますけれ

ども、これの空間線量率が、更に、お手元の参加資料の 14 ページ、15 ページに

出てございますけれども、千葉県につきまして、かなり過去の平常値に近づい

てきているという状況でございます。環境モニタリングの評価については以上

でございます。 

それから、数日前のこの会見の場で、委員会の会合の後に行ってございます

会見について、議事録を公開してくれないかという御要望がございましたけれ

ども、これは、委員とも相談いたしまして、きちんと世の中に説明責任を果た

そうということで、今日の委員会後の会見から、そういった議事録をちゃんと

作って公開するという扱いにさせていただきました。会議そのものの議事録の

方を優先いたしますので、それより、ホームページにアップするのは、若干時

間がかかるかもしれませんけれども、できるだけ早く出るように努力してまい

りますのでよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

 

○司会 

ありがとうございます。それでは、2つ目の項目でございますが、各プラント

の状況につきまして、東京電力の方から御説明いたします。 

 

＜プラント状況について＞ 

○東京電力 
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 東京電力でございます。それでは、お手元の資料に従いまして、御報告させ

ていただきます。まず「福島第一原子力発電所の状況」ということで、A4 縦の

1枚ものを御覧ください。よろしいでしょうか。まず、タービン建屋の地下のた

まり水でございますけれども、最新値は、会見終了時までに御連絡したいと思

っておりますけれども、フォーマットを少し変えております。2 号機、3 号機、

6 号機別に、どこからどこへ移送するのか、移送状況といった形で A4 の形式に

して、今後御提示させていただきたいと考えています。また、トレンチ立坑と

タービン建屋の水位につきましても、朝 7 時のデータでございますが、会見終

了時に最新値をお知らせしたいと思っております。放射性物質のモニタリング

状況につきましては、先ほどお伝えしたとおりでございます。裏面にいきまし

て、使用済燃料プールの注水と放水でございますけれども、現在 4 号機に対し

ましてコンクリートポンプ車によります放水を行っております。淡水のほか、

ヒドラジンを混入させた放水でございます。圧力容器の注水につきましては 1

号機が 6m3/h、2 号機が 7m3/h、3 号機が 18m3/h で注水中でございます。窒素ガス

の封入でございますけれども、こちらに関しましても、会見終了時に最新値を

御紹介させていただきたいと思います。その他の項目につきましても、瓦れき

の撤去、飛散防止剤の散布につきましても、会見終了時に最新値をお知らせし

たいと思います。それから、下から 3番目メガフロートでございますけれども、

午前中の会見時に、本日の 18時 30分出港予定と御連絡いたしましたけれども、

波が高いということでございますので、本日の出港は延期になっております。

引き続き出港予定が決まりましたら、皆さまの方に御連絡したいと思っており

ます。本資料につきましては、以上でございます。続きまして、プラント関係

の放射性物質のモニタリング関係でございます。まず、取水口付近のモニタリ

ングでございますが、資料のタイトルで申し上げますと「福島第一原子力発電

所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果につい

て」サブタイトルが「5 月 18 日採取分」というものがございます。それからも

う 1種類、こちらは A4 横で右肩に「速報値」と書かせていただきましたけれど

も、同じ箇所の、今日、採取したものの分析値でございます。分析結果はお手

元のサンプリング 2枚目、3枚目のところを御覧いただきたいのと、経時変化に

つきましては、グラフの方を御確認くださればと思っております。多少上がり

下がりがありますけれども、シルトフェンスの内側に滞留しているのではない

かと推定しています。それから 1点、3枚目の表側に「福島第一物揚場付近海水

放射能濃度」というグラフがございますが、こちらのグラフに関しましては、

最新値が少し上昇しています。最新値の速報値のところでも同様の傾向がござ

いますけれども、こちらに関しましては、メガフロート入港のためにバージ船

を今回、福島第一から出港しています。その際のタグボートによります海水を
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攪拌した影響で、少し海底から巻き上げたのではないかという推定しておりま

すので、引き続き傾向の方は監視していきたいと思っています。また、今後メ

ガフロートが入港する際も、同様にタグボートによります攪拌が予想されます

ので、そういった面も注意していきたいと考えています。それから、サブドレ

ンの核種分析の結果でございます。資料のタイトルで申し上げますと「福島第

一原子力発電所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出につい

て」ということで、A4 の 5 枚ものの資料でございます。こちらは、タービン建

屋のたまり水の関係で地下水側に漏えいしていないかどうかを確認している作

業でございます。毎週、月、水、金曜日に測定いたしまして、火、木、土に御

報告させていただいている資料でございます。状況でございますが、ページを

めくっていただきまして、左から 3 列目福島第一の 2 号機のサブドレンの値が

ヨウ素で申しますと、3×101 ということで、比較的高い値を示しておりますけ

れども、全体としては減少傾向にあるのではないかと考えております。それか

ら、プラント関連パラメータの資料を 2 件ほど御紹介させていただきます。お

手元の方に A4 横で「福島第一原子力発電所プラント関連パラメータ」の資料 1

枚、モニタリング結果ということで、各西門と可搬式モニタリング装置により

ます結果を添付させていただいております。以上が、プラント関係の資料でご

ざいます。それから、1点だけ修正させてください。先ほど 4号機のコンクリー

トポンプ車による注水にヒドラジンを入れていると申し上げましたけれども、

本日は淡水注入だけでございまして、ヒドラジンの混入はありません。淡水注

入だけでございます。お詫びして、訂正させていただきます。以上でございま

す。 

 

○司会 

ありがとうございます。それでは、続きまして保安院の方からコメントをい

たします。 

 

○原子力安全・保安院 

 保安院の西山でございます。私からは、昨日までに御質問いただいた件で、

そのときに私の方から答えられなかったことについて調査した結果を 3 点報告

いたします。第 1 は 4 月 4 日に、排出基準を超えるけれども低レベルの汚染水

を緊急放出いたしましたけれども、そのうちの一部が 5、6号機のサブドレンか

らの放出でございました。これについて御質問は、どのくらい差し迫った状況

だったのかということでございました。私の方で調査いたしました結果、その

時点で、原子炉建屋の非常用ディーゼル発電機の部屋のところまで、もう既に

浸水がありまして、あと数十センチ上がればその非常用発電機にも異常が生じ
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かねないという状況でありまして、当時、担当の方々は、手作業でくみ出して

いる状態であったということでありました。もし、雨など降りますと、更に地

下水の侵入がありますので、一刻の猶予もならないということでありまして、

この排水に踏み切らざるを得なかったということでございます。2番目に、高レ

ベルの汚染水に関する環境影響評価について、東京電力から保安院への報告が

遅れていると、これについてできたものからでも早くできないのかということ

でありました。私の方からは、内容的にしっかりしたものを出していただくた

めに、いろいろこちらから申し上げていることをお話いたしましたけれども、

具体的に何を言っているのだという御質問でありました。やはり、ポイントは、

排出されてしまったものの拡散についての状況で、最初に、日にちがかかると

言われたときにも、拡散の状況をシミュレーションするものが、なかなか、モ

ニタリングの実態と合わないというところから始まったわけでありまして、そ

の点について引き続き充実した分析をしていただくようにお願いしております。

それから更に、それを踏まえたモニタリングの強化の体制についても詰めてい

ただくようにしています。ただ、近々、その報告があると私は認識しておりま

す。最後、3点目は別件ですけれども、緊急安全対策で電源などを高台に用意し

ているけれども、これは津波対策としてはいいけれど、地震対策になっていな

いのではないかという御指摘がありました。この点につきましては、確かに、

現在の装置は緊急措置でありますので、耐震性を入念にチェックする設置許可

の対象などにはなっていないものであります。したがって、現時点では各発電

所の耐震性に関する配慮にゆだねざるを得ない状況にあります。ただ、ものが

電源車とか、ポンプ車とかですので、基本的には地震によって何か崩れるとい

うような形のものではないと思います。将来においては、これも規制の中に入

ってまいりますと、普通の事態になれば設置許可の対象になってまいりますの

で、そういうところで、将来的には、耐震性も審査されることになりますから、

事業者におかれては、そういうことも配慮した形で対応していただいているも

のと考えておりますし、原子力安全・保安院といたしましても、これからの保

安検査などでも、その辺りをチェックしてまいりたいと思っております。私か

らは以上でございます。 

 

○司会 

ありがとうございます。以上をもちまして、説明は終わりでございます。引

き続きまして、質疑に入りたいと思いますが、従前からお願いしておりますよ

うに、質問につきましては、お 1 人 1 回ということで、冒頭にまとめて御質問

をいただければと考えております。また、長くなるようですと、私の方から、

コメントなりさせていただくこともありますことを御了承いただければと思い
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ます。回答の方も、説明の方も簡潔にやらせていただければと考えております。

それでは、質問のある方は挙手をお願いします。所属と、お名前、さらには誰

に対する質問か、コメントいただければと思います。それでは、1番前の 3番目

の列、それと後ろの列の、ちょうど真ん中の列の方です。左手を挙げておられ

る方、2番目ということでお願いします。 

 

＜質疑応答＞ 

○フリー 田中 

Ｑ：フリーの田中龍作です。細野さんにお願いしたいんですけれども、3号機の

使用済核燃料プールについてなんですが、以前は、東京電力さんの方が御回

答されたんですが、今回は国の認識をお伺いしたいのと、過去にデータ改ざ

んが 199 回もある東京電力さんの説明は信用できないと思っています。それ

と、塩素 38 についても、東京電力さんは 1度、検出したと発表しまして、随

分後になって間違っていましたと言い出しました。これも信用できないこと

なんですが、塩素 38 というのは、臨界が再び起きたことの証明なので、重要

な問題で、また改めて質問させていただきます。東電さんは、3 月 20 日から

24 日にかけて、民間の航空写真会社に、福島第一原発の写真の撮影の依頼を

しています。その後、すぐ発表していないのですが、3 月 28 日に、フジテレ

ビのスーパーニュースがスクープ報道した写真がこれです。このとき、解説

の澤田哲生先生は、プールがどこにあるのかということを特定できなかった

んです。その後も NHK の報道などで 3 号機のプールがどこにあるかというこ

とを、解説したものが全くありません。この写真も、現在は報道されていま

せん。ここに、断面図があります。これによりますと、建屋全体を 100％とし

ますと、70％前後のところにプールの上部があるんです。50％前後のところ

にプールの底があります。詳しくは、71.6％と、48.3％、これを重ね合わせ

ますと、物理的にプールは存在していないことになってしまいます。質問そ

の 1 は、プールは存在するのか、どういう状態なのか、また、プールで再臨

界と、核暴走が起きたという指摘があります。そういうことがないという、

考える根拠を示してください。これが 1 つです。あと 1 つ、お願いなんです

が、こういう重要な問題なので 3 号機に取材をさせていただきたいと思いま

す。青山繁晴さんが敷地内に入りましたが、3号機の前で撮影を東京電力によ

って止められていますので、3号機について全く映像とかの情報が、民間の利

害関係がない形のものがないので、取材をさせていただきたいというお願い

の 2つです。よろしくお願いします。 

 

○司会 
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御質問は、1点目のプールが数値から考えて存在しないのではないか、再臨界

の指摘があるというのを、これは東電の方がお答えよろしいですか。 

 

Ｑ：国としてどういう御認識をお持ちですかということです。 

 

Ａ：（細野補佐官）塩素の 38 については、私ちょっとデータを確認しておりま

せんので、再度確認をしたいと思います。映像ですけれども、できるだけ皆

さんにお知らせをできるようにしたいと思っています。当然、その対象とし

ては 3 号機も入るべきでしょうから、何らかの方法を考えてみたいと思いま

す。東京電力がデータを、どういうふうに扱うのかということについては、

国民の皆さんに重要なデータでございますので、保安院ももちろん、いろい

ろな形で直接関与していますが、この事故に関して改ざんというのは、あっ

ては絶対ならないと思いますので、そこはしっかり確認をしたいと思います。 

 

Ｑ：プールで、臨界あるいは核暴走が起きたとした指摘が海外から、あるいは

国内の学者の方からあります。3号機の使用済核燃料プールで、臨界が起きて

いない、核暴走が起きていないという考える根拠を知りたいんです。 

 

Ａ：（保安院）原子力安全・保安院ですけれども、まず、臨界の防止のためにホ

ウ素を適切なタイミングで我々は入れていると思っているのが 1 つと、それ

から、もし、仮に臨界が起こったとすると、今は、それが放射性物質の外に

出てくることも可能な状態に、ある程度漏れがある状態になっていますから、

放射性物質のモニタリングのデータに、必ずや大きな異常が表れることにな

ると思います。そういうことは観察されておりませんので、我々としては、

そういうことはあり得ないと思っております。 

 

Ｑ：それが塩素 38 なんですが、これが臨界の証拠です。それが 1回出て、25 日

後に消えたのは何でですか。 

 

Ａ：（保安院）これは、データの誤りだということで、それについては我々も確

認しておりますし、第三者たる専門家にも見ていただいておりますので、そ

れは、何か人為的に消し去ったものではなく、科学的に考えた上での判断で

ございます。 

 

○司会 

もう 1つの御質問は、取材の件でございますか。大変失礼しました。それでは、
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真ん中の後ろの方お願いします。どうぞ。 

 

○日経新聞 山本 

Ｑ：日経新聞の山本です。細野さんにお伺いしたいんですが、3号機への現状認

識をどう捉えていらっしゃるのかをお聞きしたいというのがあります。作業

員が昨日初めて入って、窒素封入が非常に難しい状態ではないかという状態

の中で、今後、どういうふうにそういった対策を立てていくのか、ほかの号

機と比べたときの 3 号機の、この深刻さについての認識を教えていただけな

いでしょうか。お願いします。 

 

Ａ：（細野補佐官）3 号機の状況については、特に、原子炉圧力容器の中の温度

がなかなか下がらないということで、私も大変心配をしておりました。どう

やら、そうした状況は、少し改善をしたということでございますが、1号機か

ら 3 号機の原子炉ということで比較をするならば、まだ温度が下がっていな

いという点で、1番心配な号機であることは間違いと思っています。また、建

屋の中の放射能濃度も 1号機から 3号機でいうと、1番高いということでござ

いまして、昨日 10 分間だけ入って、また、非常に高い放射能濃度を確認して

いるということでございますので、そこは厳しい認識を持っております。た

だ、1号機もそうでしたし、2号機も今、取り組んでいるところでございます

けれども、建屋の中の放射能濃度を下げて、できるだけ人が入って作業がで

きる環境を整えるべくやっておりますし、窒素の注入というのは、絶対に水

素爆発を起こしてはならないという観点からも、是非、やりたい作業でござ

いますので、それに向かって、とにかく 1 歩 1 歩努力をしていくということ

になろうと思います。その意味では、昨日、わずかな時間とはいえ中に入る

ことができたのは、前進だと受けとめております。 

 

Ｑ：具体的に、どう窒素を注入していくかという、その方法については何か固

まっているものがあるのでしょうか。 

 

Ａ：（東電）東京電力の方からお答えさせていただきますが、今回、可燃性ガス

濃度制御系という配管を利用して、窒素を封入しようということで現場調査

を行いました。160～170mSv/h ということで、高い線量が確認されております

ので、別の場所を探すことと、もう 1 つは、適切な遮へいが可能なのかどう

かという 2点で検討を進めてまいりたいと考えています。 

 

○司会 
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よろしいでしょうか。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

それでは、次に、お願いいたします。後ろ側の、こちらから 2つ目の列。1 番

前の方と前の列の、こちらから 2 番目の、後ろから 2 番目の女性の方です。2

番目ということで、では後ろの方どうぞ。 

 

○朝日新聞 中川 

Ｑ：朝日新聞の中川と申します。細野補佐官に 2点お伺いします。1点目は、ま

ず冒頭の発言で 3 号機への入構が初めてだったというお話だったんですが、

具体的に何時頃に入られて、また、情報の不行き届きがあったというのは、

もう少し具体的に、どういう伝達の不備があったんでしょうか。もう 1点が、

明日、東京電力の決算発表が予定されていまして、新しい経営体制について

も発表される可能性があると思うのですが、既に経営トップの方は、しかる

べき時期に辞任すると表明されているんですけれども、事故の収束がまだ見

えない中で、辞任されることはデメリットもあると思います。政府として新

しい経営体制ですとか、役員体制について、どんなお考えをお持ちでしょう

か。 

 

Ａ：（細野補佐官）まず 1 点目の、昨日の 3 号機ですけれども、4 時半に入った

と聞いております。ちょうど 4 時半は、この会見をしておりましたので、そ

のときには、私も情報を持っておりませんでしたし、松本さんも知らなかっ

たということのようですので、そういった意味で、情報伝達がもっとスムー

ズにやられるべきであったのではないかという趣旨で申し上げました。前向

きな情報ですので、是非御説明をしたかったんですが、そういった意味で残

念だったと、申し訳なかったと思っております。明日の決算発表で経営陣を

ということでございますが、私も原子力を担当している補佐官でございます

し、毎日、ここにはおりますので、個人的にはいろいろな思いというのは持

っておりますが、ことこの東京電力の経営そのものということに関して言う

と、それは、やはり、経産大臣が責任を持って対応されて、いろいろなこと

について大臣自身もお考えになっていることだと思っておりますので、その

点に関してのみは、私は直接立ち入らないようにしておりまして、大変申し

訳ないのですが、コメントは差し控えたいと思います。 
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○司会 

それでは、前の方。 

 

○共同通信 阿部 

Ｑ：共同通信の阿部と申します。松本さんに 1 点お伺いします。作業環境につ

いてなんですけれども、昨日 2 号機に入った作業員の方が熱中症と診断され

ましたけれども、今後、夏に向けて気温が上がっていく中で、現在している

熱中症対策、また、これから予定している対策を改めて教えてください。あ

と、細野さんになんですが、政府として作業環境の改善を強調されています

が、これに関して、夏に向けてどのように対応するおつもりなのかお聞かせ

ください。 

 

Ａ：（東電）まず、東京電力の方からお答えさせていただきます。当然、夏にな

りますので、水分が補給できるような休憩所を作っていきたいと考えていま

す。現在 5、6 号機側のサービスビルというところに 40 人分、それから重要

免震棟の前に 50 人分の休憩所建設が終わっております。今後、西門の駐車場

のところに 100 人、それから順次 10 箇所程度の休憩所を 7月上旬までに建設

していきたいと考えています。都合、1,000 人程度が利用できるような休憩所

を提供させていただきたいということと、もう 1 つは、こういった場所での

水分補給に関しましては、準備を進めていくということ、それから、クール

ベストといったような冷えるベストのようなものを、適宜準備を進めていき

たいと考えております。 

 

Ａ：（細野補佐官）政府側がやっていることの 1つは、今東京電力の方から話が

あった、いろいろ遮へい性が高いけれども、きちんと体を冷やせるような防

護服を情報提供して調達するお手伝いをするようなことをやっております。

あと、何よりも大事なことは、これから、よりシビアな季節を迎えますので、

そのときの健康管理について、これは福島第一原子力発電所に医師が常駐を

することは極めて重要だと思っています。私が、今その調整に入っておるん

ですが、なかなか診療のスペース等の問題もあって、簡単ではないのですが、

できるだけ早い段階で医師に常駐をしていただいて、様々な、それこそ、体

調を害される方ということが、これからも出てくる可能性がありますので、

そのときに、できるだけ早く対応できるような備えをしていきたいと考えて

います。 

 

Ｑ：その、休憩所というのは、クーラーを完備しているものですか。 
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Ａ：（東電）はい、そうです。 

 

○司会 

それでは、ほかの御質問いかがでしょうか。1番前の、こちらの方です。 

 

○テレビ朝日 森島 

Ｑ：テレビ朝日の森島と申しますが、浜岡原発の 5 号機で海水が原子炉に入っ

たということですけれども、都合 5t といわれている、この水の処理というの

は、まずどうやっていくのかということと、この影響というのを、どうやっ

て考えていくのかということ。あと、地震が起きたわけではないのに、なぜ

こういうことが起きてしまったのかということが、まず 1点目です。2点目に

ついてですけれども、細野さんにお聞きしたいんですけれども、津波が到達

したときの写真が、今日公開されましたけれども、これ 2 ヶ月以上も経って

いるということなんですけれども、何で、これぐらい遅れてしまったのか。

分析したら、分析で何が新しい結果として分かったのか教えていただきたい

のと。3点目、写真、実際、動画とかであると思うんですけれども、写真をぱ

ちぱちと撮っているとは思えないので、その動画というものを公開していた

だきたいんですが、という点です。 

 

Ａ：（保安院）まず、保安院の方から、浜岡原発の件で説明いたします。浜岡原

発は、5号機ですけれども停止措置を取って、今、安全に停止しておりますけ

れども、その過程で海水をもっと冷やすところの装置の、恐らく、何かそこ

の細かい管が少し痛んでいるのではないかと思いますけれども、その原因に

ついては究明中ですが、その海水が原子炉の中に少し漏れているということ

が分かっております。これについては、停止して、冷却状況に問題がありま

せんので、これから中を調べて原因を究明して、それに対する対策を立てて

いただくということで、今、手続を進めております。 

 

Ａ：（細野補佐官）写真は、私も今朝方初めて見たんですけれども、関連会社の

方が撮っておられた写真ということで、情報提供をいろいろなところに東京

電力として呼びかけたら出てきたということなんです。映像自体は高台から

撮ったものなども、津波が襲ってくるのを、多分、御覧になった方々も多い

と思うんですが公表しておりますので、得られる情報について、これは皆さ

んも関心を持たれるということについては、すべからく公開をするというこ

ということでやっております。ですから、この件に関しては、確かに 2 ヶ月
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経って出てきたのを不思議だと思われるかもしれませんが、東京電力の外部

の方から寄せられた情報ということで、そういうことになったのだろうと思

います。 

 

○司会 

それでは、次の御質問、前の方。 

 

○朝日新聞 杉本 

Ｑ：朝日新聞の杉本と申します。東京電力の方にお伺いいたします。今の写真

の件なんですけれども、大体、いつ頃入手されたのか、具体的なスケジュー

ルなど教えていただけないでしょうか。 

 

Ａ：（東電）ちょっと確認させてください。 

 

○司会 

よろしいでしょうか。 

 

Ｑ：第 1 波、第 2 波の話が午前中にあったと思いますが、そこの確認はいかが

でしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい、こちらに関しましては、この 10m の位置まで遡上してきてお

りますので、第 2波の方だと思っております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

それでは、ほかにいかがでしょうか。それでは、真ん中の前の方です。 

 

○毎日新聞 野田 

Ｑ：毎日新聞の野田と申します。先ほど松本さんがおっしゃっていた休憩所の

ことで、もう少し詳しいお話をお聞かせいただきたいのですが、ちょっとイ

メージを膨らませるために。そもそも、まず、どういうような材質でできて

いる設備で、プレハブだとか何だとか。あと、どういう内部の構造なのか、

靴を脱いで上がるのかとか、土足のままなのか、例えば、ソファがあるとか

ベンチがあるとか、何があるとか、そういうアメニティ的な設備の面を教え

ていただけますか。 
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Ａ：（東電）はい、基本的には、プレハブの構造のものでございます。それから

内部の構造でございますけれども、基本的には、カバーオール等を外して、

水分補給ができるようなことを考えておりますので、まだ具体的なところま

では設計が詰まっておりませんけれども、御質問の内容にあったような、椅

子ですとか、そういうものは当然備え付けられるだろうと思っております。 

 

Ｑ：1 点追加で、都合 1,000 人ぐらいが利用できるものが、10 箇所ぐらいとい

うことは、1箇所で 100 人ぐらいずつというような、そういう勘定になるわけ

ですか。 

 

Ａ：（東電）その程度のものを建設していくことになります。 

 

Ｑ：大部屋みたいなものですか。 

 

Ａ：（東電）ええ、そうです。 

 

○司会 

それでは、ほかにいかがでしょうか。それでは、後ろの女性の方です、そちら

側の。 

 

○週刊金曜日 赤岩 

Ｑ：週刊金曜日の赤岩と申します。先日、現場で 60 代の作業員の方が亡くなら

れたということで、協力会社で、その親をたどっていくと、東芝さんだとい

うことを東京電力さんの方はおっしゃいまして、特に作業管理に関しては東

芝さんの下の会社の方なので、東京電力さんの方には責任がないということ

をおっしゃいましたけれども、そうしますと、逆に、東京電力さんと東芝さ

んの間では、何か契約関係というか、あるんでしょうか。全く切り離された

状態ですと、東電関係の方の作業員が現場にいる、東芝関係の方が現場にい

るということで、現地がばらばらになっているということなのでしょうか。

現地の作業管理の形態等も含めてお聞かせいただければと思っています。 

 

Ａ：（東電）東京電力からお答えいたしますが、当然、東京電力から東芝さんの

方に対しまして、いわゆる仕事をお願いする上での契約がございます。こち

らの中で必要な請負工事の内容ですとか、どういった安全対策を取るという

ことが契約の仕様書上決められております。私どもといたしましては、そう
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いったことを確認しているということで、現場の管理を進めている状況でご

ざいます。 

 

Ｑ：東京電力さんと東芝さんは、今の現場の作業では契約上、東京電力さんが

東芝さんに発注して、その契約の形態は請負契約ということでよろしいでし

ょうか。 

 

Ａ：（東電）はい、請負契約で構いません。 

 

○司会 

ほかにいかがでしょうか。前の 1番端の、1番後ろの方。 

 

○NHK 横川 

Ｑ：NHK の横川と申します。2 点、細野さんにお伺いさせてください。始めの 3

号機の調査の件なんですけれども、先ほどの御質問の中で、昨日の夕方の段

階では、ちょうど会見ということもあって、入ったということを把握してい

なかったというお話なんですが、通常、この手のものですと、例えば、当日

の午前中の会議ですとか、若しくは、前日の夜の打ち合わせのときには、明

日、こういうことをやろうとしているとか、今日は、こういうことを計画し

ていますというような報告が、当然現場と本店側の方の打ち合わせ会議であ

ると思うのですが、細野さん、当然ふだんから対策室の会議の方に出席され

ていると思うのですが、そういった場でも、そういった 3 号機の中に入ると

いう計画についての報告ないし相談というのでしょうか、そういったことが

なかったのかどうかということを確認させてください。これまず1点目です。

2点目が、昨日の件について、放医研のシステムについてお調べいただきまし

てありがとうございました。ちょっと確認したいんですけれども、近日にも

公開というお話だったんですが、具体的にはどういったタイミングを予定し

ているのでしょうか。といいますのも、先日取材した段階では、20 日にも公

開できるという話があったのと、近々、地元の方にも住民説明会等をしたい

という意向を聞いていたものですから、そこら辺が 20 日といいますと、数日

後なんですけれども、今のところどういったスケジュールなのかということ

を、改めて確認させてください。 

 

Ａ：（細野補佐官）3 号機ですけれども、私の知る限り、もしかしたら、いろい

ろな打ち合わせがあるので、私が出ていないものの中で出ていたのかもしれ

ませんけれども、私の知る限り、昨日の、この会見までの会議でそういった
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情報のすり合わせというか、議題が出たということはなかったと思います。

本当に 2 号機があれだけ大きなニュースになっていましたので、いろいろな

行き違いの中で、たまたまこうなったのだということのようなんですが、今

後、このようなことがないようにしていきたいと思います。放医研の方は、

個人情報保護のためにどういう個人を、確認をして、例えば、ありもしない

データを誰でも入れられるということは、誤った使い方にもつながりかねま

せんし、それが人を混乱させることにもつながってしまいかねないので、き

ちんと、例えば、細野豪志がこういうことだということを責任を持って入れ

られるような仕組みを作るのに時間がかかっているようです。お分かりにな

ると思うのですが、誰でも、何でも入れられて、とんでもない値が出てくる

という、これはゲームではありませんから、きちんとしたシステムとして機

能させなければならないので、そのことに少し時間がかかっていると聞いて

おります。余り長くかけると、使う意味がなくなってしまいますので、でき

るだけ早く完成するように促していきたいと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。2 点目の件で、追加で確認したいのですけれども、

このシステムは基本的には、確か個人情報を入れなくても、つまり自分の名

前とかを入れなくても使えるシステムのはずだったので、今おっしゃったよ

うに、私がどうこうしたとか、細野さんがどうこうしたというのだったら必

要ないはずなんです。一方だと、重要なのは恐らく住民の自分自身が、2ヶ月

間の間に、自分がこういう行動をした際の中で、自分がどれぐらい線量を浴

びているのだろうかということを把握するのが、あくまで目安として把握す

るのが大事であって、それを自分自身が分かればいいことですから、おっし

ゃったような変な数字を入れるという懸念もあるかもしれませんけれども、

大事なのは当の本人が把握するという意味において、このシステムができる

だけ早く使えることの方が、住民の安全若しくは安心感につながると思うん

ですけれども、その辺りはいかがお考えでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）できるだけ時間をかけずに公開することが望ましいというの

は、今、横川さんがおっしゃったとおりだと思います。ちょっと、詳細につ

いては坪井さんの方から、はい。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございます。今、聞いているところでは、個人の方

がやはりきちんとした形で、把握できるような形で、このシステムを動かせ

る方が信頼性が高まると考えて、研究所の方も今、考えているようでござい

ます。 
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Ｑ：繰り返しになってしまうのですが、信頼性というのが、誰に対する信頼性

なのか、つまり当の本人が分かっていればいい話、それによって、自分がこ

れぐらいの線量なんだと思えるのが大事なのであって、それを他人がどうこ

うというものではないと思うのですけれども、つまり、何が言いたいかとい

うと、100％の仕組みを作っていては時間がかかってしまうわけですし、正し

く、今、細野さんがおっしゃっていたように、遅くなっては意味がない中で、

これは SPEEDI みたいに後から出してしまってもしようがない。つまり、今、

皆さんが住民の方々が、感じていらっしゃる不安を解消するためには今、使

えた方が目安として、あくまでも、100％それを使うという意味ではなくてだ

と思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）急ぐということについては、早くやれるようにということで、研

究所の方もやっているようでございます。 

 

Ｑ：ちょっと今の。 

 

Ａ：（文科省）すみません、今の点については、ちょっと研究所の方にも今の話

は伝えたいと思いますが、ただ、一応誰でも、本人がしっかりしたデータに

基づいて入力していただくことが大事だというふうにも考えているようでも

ございますので、そのようなシステムで研究所の方は、今、やっていると聞

いております。 

 

Ｑ：個人情報の管理と、入力の仕組みというのは、若干違うと思う。つまり、

システム上は確かにできていると思うので、ただ、個人情報という部分の管

理の問題を御指摘されているわけですよね。 

 

Ａ：（文科省）多分、ある程度、いつ、どこにいたという情報を入力する形でや

っていくということで、その情報がシステムの中で、きっちり管理できるよ

うにしておくという意味での個人情報の仕組みをシステムに入れておくとい

うことの必要性を、今、検討している。それを入れる方向でやっていると聞

いております。 

 

Ｑ：そうすると、公開はどれぐらいになりそうなんですか。 

 

Ａ：（文科省）すみません。今、急いでやっているということだけは聞いている
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んですが、具体的な日付は、まだ決まってないようでございます。ただ、今、

細野補佐官からもありましたように、これは早い方がいいと思いますので、

その辺は研究所にも改めて伝えたいと思います。 

 

○司会 

ほかにいかがでしょうか。それでは、後ろの席の、こちらから 2列目の後ろの

方の黒っぽい服の男性の方と、その前、2人前の方です。後ろの方からどうぞ。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども、まず、細野さんにお伺いしたいのですが、先

日の会見で、燃料の露出時間のことを指摘されていましたが、これは、いつ

認識されたのでしょうか。東京電力の方が、その時点で露出時間、正確な時

間を承知していなかったもので、いつ頃認識されたのかと思います。それか

ら、安全委員会の方に、メルトダウンの状態での冷温停止の定義に関して、

今日の安全委員会でテーマになるというお話でしたが、その後どうなりまし

たでしょうか。それから東京電力の松本さんに、アレバの水処理のシステム

なのですが、これはもう 1 度、具体的にどういった核種が除去できて、対象

になっている核種の詳細、どの程度までお分かりになりましたでしょうか。

例えば、プルトニウムみたいなものは入っているのでしょうか。それからも

う 1点、松本さんに、残留熱の除去なんですが、例えば、今の 8m3/h という状

態で注水をしていった場合に、例えば、100℃以下に元々の、当然、今は状態

違うので、冷温停止の状況とは違うとは思うのですが、元々の冷温停止の定

義としていた、100℃以下にするのに、どのぐらい時間がかかるものなのか、

これ 1号機～3号機まで、その時間経緯・推移を、もし、分かれば教えてくだ

さい。以上です。 

 

Ａ：（細野補佐官）露出時間ですけれども、皆さんに御説明をしたその日に、そ

の会見の前に保安院の方から確認をして皆さんにお知らせをしたということ

です。なぜ、これが分かったかということなんですが、およそ、こういうこ

とではないかというのは、実は認識といいましょうか、いろいろな説があっ

たというと、余り適切な表現ではないかもしれませんが、事実をきちんと確

認をすることがなかなかできなかったんです。ただ、一方で、溶融のレベル

をめぐって炉心溶融の、どこまでいっているのかと、炉心が溶融しているの

かということについて、いろいろな考えが飛び交っていましたので、これは

しっかり確定をした方がいいだろうということで、保安院として、しっかり

それは確認をするようにということを、私の方で申し上げました。それを受
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けて保安院の方で確認をして、ほぼ、この時間ではないかということが分か

りましたので、お知らせをしたということでございます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。すみません、今の関係で保安院はそうすると、ど

ういったデータでこれを認識されたのでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）これは、私が保安院の担当者と直接やりましたので、御説明

をしますと、今、IAEA の報告書も作っておりまして、その中で、1号機～4号

機の状況について、かなり詳細にいろいろなデータを調べているんです。そ

の中で、この時間からこの時間ではないかということについての、合わせて

確認もできるものですから、それで出てきた数字だということでございます。 

 

Ｑ：すみません、その IAEA のデータというのは、東京電力のデータとは違うも

のということでよろしいですか。東京電力が地震直後からのパラメータ、先

日、同じ日に公表されましたが、それとは、また別のものということで。 

 

Ａ：（細野補佐官）基本的には、そのデータを基に保安院として、ここの時間で

はないかと確認をした時間だと御理解ください。 

 

Ｑ：ごめんなさい。ちょっと確認なんですが、そのデータは、東京電力はその

日に我々に公表したわけですけれども、そうすると、保安院へは、それ以前

にデータを出していたということになるのですが、それでよろしいでしょう

か。もう 1点、その IAEA の状況分析なんですが、それは公表していただくこ

とはできないでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）東京電力が保安院に出したのが 2時ということですので、そ

れから会見までの時間に、これは確認した方がいいだろうというので、作業

を私の方で指示をして出てきたということでございます。そのデータは、す

ぐ公表していますので、ずれは恐らくないと思います。IAEA の報告書につい

ては、6 月 20 日に出しますが、そのかなり前に、各国にも事前に渡しておか

なければならない種の報告書なんです。ですから、完成をして、各国にお渡

しをする前に国民には公表したいと思っています。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会でありますが、冷温停止の定義についてであります。

前回、今週の月曜日の原子力安全委員会後の記者会見の際に、班目委員長か

らは、今回のケースでの冷温停止の定義というのは、今後議論していかなく
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てはいけないということを、確かに申し上げてございます。それで、本日や

ったかということですが、本日は行っておりません。この問題は原子力安全

委員会だけで、えいやと決める問題ではなくて、やはり、保安院として原子

炉の中の状態をどう認識されているか、それからして、今回冷温停止という

ものをどういうふうに考えるべきかという議論が、当然積み重ねて行ってい

く必要があると思っております。そういう意味では、先般東京電力から、い

ろいろな運転データ等出てまいりましたので、そういったものをベースに、

保安院の方として炉内の状態をどう認識されるか、そういったものをまとめ

ていただいて、そういったものが出てきた上で、議論をしてまいりたいと考

えております。 

 

Ｑ：そうすると、東電の、先日のパラメータに関しては 5月 23 日ぐらいまでで

したか、保安院の方に報告書ということになるので、それ以降という認識で

よろしいでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）はい、基本的にそういうことであると思っております。また、東

京電力から保安院に出てきた後ですけれども、保安院の方では、できるもの

からどんどん評価して、委員会の方に保安院としての見解を伝えてください

ということは、今日の委員会の場で申し上げてございます。 

 

Ｑ：東京電力お願いします。 

 

Ａ：（東電）はい、水処理システムに関しましては、ヨウ素、セシウムのほか、

ストロンチウム、その他、金属元素に関しまして、沈殿法によって処理をし

ていくということになっております。具体的な除去効率のようなものについ

ては、現在確認をしている段階でございます。それから、残留熱の評価でご

ざいますけれども、こちらに関しましては、現在の発熱量といたしましては、

約 1.5MW とみておりますので、当初、計画しておりました代替冷却のような

仕組みでもっていこうということになりますと、約数時間から、数日の間で

できるのではないかとみておりました。こちらは、先ほど、原子力安全委員

会さんの方からコメントがございましたとおり、従来の私どもが正常な原子

炉で考えているような原子炉の冷却剤を抜いて、それを戻すといったときの

吸い込み側の温度で 100℃だというようなところを、100℃未満だということ

を達成するということで、評価したわけでございますけれども、改めて冷温

停止の定義につきましては、検討させていただきたいと思っております。 
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Ｑ：当初の代替冷却方式ではなく、現在 1 号機で考えられている方法だと、ど

のくらい時間がかかるものでしょうか。 

 

Ａ：（東電）現在、定義の方を見直しておりますが、現在 6m3/h で注水しており

ますけれども、こちらに関しまして、圧力容器の温度が徐々に冷えているよ

うな段階でございます。冷却水の温度いう条件では測られておりません。 

 

Ｑ：すみません、当初の冷却ということでいえば、どのぐらいの流量でポンプ

で水を回す予定でしたか。これは、そうすると 6m3の状態では、評価はこれか

らということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（東電）当初の代替冷却につきましては、100m3/h で循環させる予定でござ

いました。ただ、6m3/h でということになりますと、こちらは、先ほど申し上

げたとおり、定義がまだできておりませんので、今のところは圧力容器の温

度で監視をしていくということになろうかと思っています。 

 

○司会 

それでは、前の方です。 

 

○エネルギーと環境 清水 

Ｑ：エネルギーと環境という専門誌の清水といいます。細野補佐官と、原子力

安全委員会に伺いたいのですが、ちょっと今日の発表されている資料とは直

接関係ないと思いますが、一時帰宅の問題について伺いたいんですが、とい

うのは、一時帰宅の判断基準というか根拠というか、それを安全委員会は、

どう整理しているのか。特に 20km 以内、あるいは 20km より離れた飯館村と

かそういうところは、余りにも、しゃくし定規の運用ではないかという批判

があると思います。生活している方は、やはり、生活の不便さとのバランス

といいますか、あるいは生活をする権利とのバランスというのがあるわけで

しょうから、その辺を、一体どう考えているのかということが 1 つです。そ

れから、これは前にも伺ったんですが、今の話にちょっと戻しますと、この

間、一時帰宅した場合でも、たった 2 時間で、しかも過剰な防護服みたいな

ものを着て、大変だったということがあったと思います。線量計で測っても、

帰宅された方はほとんどというか、全然ゼロ、影響がなかったというような

話もありますので、その辺を、どう今後考えるのかというところです。それ

から 2 つ目は、前にも伺ったのですが、避難区域を指定したら解除というの

は、どういう条件でやるのかというのも、示す必要があると思うんです。原
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子力安全委員会は、これをどう考えているのか、その辺、どう検討されよう

としているのか。それが 2 点目です。それから 3 点目は、ちょっと大仰な言

い方になるんですが、今回の福島の原子力災害について、原子力委員会及び

原子力安全委員会というのは、今まで安全規制とか、耐震指針とかを作って

きて、それが、言わば外れたといいますか、という事態になっているわけで、

誰も、そのことの責任を取ろうとしてないのは、一体、これはどうしてなの

か。その理由を聞かせて欲しい。以上 3点です。 

 

Ａ：（原安委）原子力安全委員会でございます。まず、一時帰宅についてであり

ますけれども、これは一時帰宅そのものの基準というか、やり方を最終的に

作られたのは、政府の原子力災害対策本部であります。原子力安全委員会は、

対策本部がそういったものを作られる過程で、放射線防護の観点からの助言

を行ったということがございます。そういった中では、1回の立ち入りの際に

受ける線量は最大 1mSv までにするべきであるというようなこと。それから、

放射線防護の観点からマスク、帽子、手袋、靴カバー、ビニールコートなど

を着用するように、などというような助言を行っております。そういうこと

で、最終的な基準は政府の対策本部の方で決められているということでござ

います。 

2 点目、解除について御質問ございましたけれども、これにつきましても、

先般 17 日に政府の対策本部の方で決定された、今後の、そういったものも含

めたロードマップというのうがあるわけでありますけれども、その解除の決定

自身も、これは政府の対策本部が行うものでありまして、委員会としては、そ

こに向けて文科省を中心に行われておりますモニタリングの状況を継続的に

評価していくこと。それから、その解除の際の放射線防護の観点からの考え方

を整理していくこと。こういったことに取り組んでまいりたいと思います。 

それから 3 点目の、様々な指針についてでございますが、御指摘のように、

例えば、安全設計審査指針の電源に関するところなど、今回の実際起こったこ

とは、これまでの指針が不十分であったことを明確に示しているわけでありま

して、安全委員会としては、そういった今回の起こったことを踏まえて指針を

直していくということで、責任を果たしてまいりたいと思います。そういうこ

とで、事故の様子の解析なども、今後進むわけですので、そういった状況もよ

く見て指針のどこを直さないといけないのかと、そういうのを、まずはっきり

させていくというところから、取りかかりたいと思っております。 

 

Ｑ：1点目のところで、一時帰宅の過剰な用意という点については、過剰でない

というような、あるいは、その根拠というのは何なのか、その辺を聞かせて
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ください。 

 

Ａ：（原安委）今回の一時帰宅というのは、発電所から 20km 圏内への立ち入り

であります。そういった意味では、まだ原子炉の状態は一時に比べれば安定

はしていますけれども、まだ、冷温停止に至っている状況でもないですし、

また、もし、この冷却の水が失われたりしたような場合のことなども考えな

いといけないわけでして、そういった場合の、被害を最小限にとどめるとい

う観点からは、何らかの放射線防護の観点からの、そういった防護の服装は

必要であるというふうに考えるわけであります。そういうことで、マスク、

帽子、手袋、靴カバー、ビニールコート、私どもは、必ずしもタイベックス

ーツは必要だとは言っていませんけれども、何かしら、ビニールコートなど、

もし、放射性物質に触れた場合、それを捨てれば、直接肌への接触は避けら

れるというようなことで、放射線防護の観点から、周到な準備はしていただ

く必要があると。一方、今後温度の上昇などもありますので、そういったこ

ともありますから、タイベックスーツですとか、キャップの着用などについ

ては、ビニールコートなどでもいいというような考え方を、今回、一時立入

りが始まるに当たって、改めて対策本部の方にお示ししてございます。 

 

Ｑ：万が一水蒸気爆破とか、あるいは水素爆発が起こる可能性も否定しないで、

一時帰宅の方式を決めたというぐあいに受け取ったんですが、たった 2 時間

ぐらいの帰宅で、そういう予兆なり予測も、もちろんできないということで

はないと思うのですが、その辺はどう考えるんですか。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会の方では、時間については一切助言など行っておりま

せん。私どもは 1回の立ち入りで、受ける線量は最大 1mSv に抑えるべきだと

いうところまででございまして、時間などは対策本部の方で決められたと承

知しております。 

 

Ｑ：細野補佐官どうですか。責任の問題とか、そういう点も含めて。帰宅の判

断基準とか、帰宅の仕方については。 

 

Ａ：（細野補佐官）加藤さんが随分、丁寧に答えてくれましたので、私から若干

付け加えますと、一時帰宅については、確かに 2 時間という非常に短い時間

でしたし、帰ってしっかりと皆さん取ってきたいものがたくさんあったと思

うのですが、持ってこられるものの容積も非常に小さかったという意味で、

本当に申し訳ないなという気持ちは持っております。ただ、できるだけ多く
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の皆さまに一時帰宅を果たしていただいて、しかも、とにかく、万が一にも

安全に支障を来してはならないということで、発電所の状況もよく見極めた

上で、様々な異常があった場合には連携もできるような体制も整えて、万全

には万全を期した結果として、ああいう形になったと思っております。一時

帰宅の、もう 1 度、帰っていただくということも、政府のロードマップには

載っておりますので、より皆さんに納得をしていただけるような一時帰宅の

方法を、次に向けては、また考えていく必要があろうと思います。ただ、そ

の際も、安全だけは犠牲にできませんので、ある程度の備えは、やはりして

いただく必要があるのではないかと思います。避難区域の解除ですが、これ

は比較的明確な方針を私ども持っておりまして、ステップ 2 が終わって、冷

温停止が達成した時点で、発電所の状況が、事故そのものが落ち着くという

ふうに考えています。実質的には、事故の収束をそこにもっていきたいとい

うことなんです。それが達成をした時点で、まずは、モニタリングをしてそ

れを評価して、当然、除染作業というのも、場合よっては入ってくる地域も

あるわけですが、モニタリングをした上で帰っていただける地域には帰って

いただくと、帰っていただくのが厳しい地域については除染をした上で、ま

た、ある時期が来たら帰っていただくという、そういう判断をしていくとい

うことになろうと思います。したがって、その時期というのは、1ステップが

終わってから 3 ヶ月後ということですので、できれば、10 月の半ば、海江田

大臣の方からは遅くとも年内という話をされていますので、そこは大きな目

標になろうかと思います。 

 

Ｑ：原子力委員会とか、原子力安全委員会の責任問題はどうですか。 

 

Ａ：（細野補佐官）我々政治家も含めて、そうした原子力に関わってきた人間の

全てに、それぞれの責任があるものと思います。今は、事故対応に全員が、

それこそ全力を尽くしておりますが、間もなく設立をされます事故調査委員

会で当然全てが検証対象になります。その中で、責任が明らかになれば、そ

の責任に応じた取り方というのがいろいろ出てくるものと考えます。 

 

Ｑ：これでやめますけれども、ただ、今、原子力委員会にしても原子力安全委

員会にしても、事故調査委員会等の結論とか検証を待たずにして新しい対策

なり、政策に関与していっているのではないかという点があると思うんです

けれども、その辺は、おかしくないかなという気がするんですけれども、ど

うですか。 
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Ａ：（細野補佐官）現在、原子力委員会も原子力安全委員会も、新しい政策には

全く関与していないと思います。事故のそれぞれの対応というものに、それ

ぞれ、担当者が全力を尽くしておりますので、そういった意味では、今のこ

のメンバーというのは、そういうことに専ら従事をしているものというふう

に、私は考えます。 

 

○司会 

それでは、次の御質問をお願いします。それでは、前の方の 1 番端の方です。

あと、後ろの、そちらから 2列目の 3番目か 4番の方。 

 

○NHK 高橋 

Ｑ：NHK の高橋と申します。東京電力の松本さんにお伺いします。3号機につい

てなんですけれども、シュラウドと圧力容器の間に、何かが詰まっているの

で、水が下に届いてないのではないかという報道があるようなんですけれど

も、その件に関して東電側の認識としてどうなのか、何かデータからそうい

うことが実際に分かり得るのかということと、仮に分からないにしても、も

し、そうだったとした場合に、どういった代替の注水方法があるのかとか、

何かそういうことを検討しているのかということをお願いします。もし、あ

れでしたら、保安院側も、何かその件に関する見解とかがあれば西山さんお

願いします。 

 

Ａ：（東電）3 号機に関しましては、圧力容器の温度が一時上昇したということ

もございまして、いろいろなことを考えております。その中の 1 つとして、

御指摘のように、現在 3 号機への注水は給水ラインというところと、消火系

を経由いたしまして、低圧注水系の方から注水しています。いずれも、少し

高さ方向の位置が違いますけれども原子炉でいいますと、シュラウドの外側

の部分に注水をしています。したがいまして、注水をしたシュラウドにそこ

から下の方に水が浸入してきまして、原子炉の底部の方から炉心の方に水が

入っていくというような経路になっています。今回、一時的に温度の上昇が

ございましたので、そういったところの流れが一時的に悪くなったのではな

いかという推測はできております。推測はありますけれども、これが可能性

の 1 つでございまして、今回の温度の上昇の原因がこれだというふうに決め

たわけではごございません。また、温度の上昇につきましては現在、都合18m3/h

入れていることで、温度としては下がり傾向でございますので、冷却として

は確保できているのではないかと思っています。今後、注水側の方の水量の

切り替えといったことを考えておりますけれども、温度をよく監視しながら、
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慎重に進めていきたいと思っております。 

 

Ａ：（保安院）保安院といたしましても、3 号機の注水を増やしたときに、やや

遅れて反応が出てくると、温度に関する反応が出てくるということがあるの

で、水が一定の時間燃料を冷やすのに有効に当たっていかない時間帯があっ

て、その後、ある程度経つと、燃料が冷えてくると、そういうことだとする

と、今、松本さんも言われましたけれども、シュラウドと圧力容器の壁との

間を、仮に埋めていくような時間がかかるとすると、それが、ある程度、水

が満ちたときに上から燃料にかかるような状況になると、冷えてくるという

ようなことが仮設としては考えられるかなと思いますけれども、1つの可能性

ということでありますので、やはり、今は 9 足す 9 に増やして状況を見てい

るわけですけれども、これを、温度の変化を見ながら、いろいろ分析してい

くしかないだろうと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。9 足す 9 で水量を増やしているかと思うのですが、

例えば、増やしていて一方で 3 号機に関しては汚染水の移送もやっている中

で、水位自体、これはタービン建屋とかの水位ですけれども、水位自体は一

定になってしまっているという、せっかく動かしているのに、一定になって

いるのはある意味リスクがあると思うのですが、それ以外にも、増やしてい

ることによって何かしらのリスクというのは、特別ないのでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい、御指摘のとおり、今回流量を増やすことによりまして、原子

炉圧力容器の温度は低下傾向になっておりますが、一方でタービン建屋側の

たまり水はここ数日上昇傾向にございましたので、リスクとしては、こうい

った汚染水の処理量が増えるということがあろうかと思っています。今回、3

号機から集中廃棄物処理建屋の移送が開始しましたので、ここに関しまして

は、このリスクを配慮しつつ移送の方を進めていきたいと考えています。そ

のほかの面に関しましては、注水量に関しましては、特に現在、顕在化して

いるようなリスクはないのではないかと思っております。 

 

○司会 

それでは、後ろの方。 

 

○週刊金曜日 片岡 

Ｑ：週刊金曜日、片岡と申します。3 項目、4、5 点、お伺いします。まず、先

週南足柄で、お茶の葉っぱから基準値を上回る放射性物質が見つかった。こ
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れによって拡散が広域に及んでいるということ、しかも、これは自主的な検

査であったということ。このことについて 2 点ほど。まず、広域性の深刻さ

というものを、どう受け止めているのかというのが 1 点。現状の検査体制で

十分なのか、お茶の葉以外にこうした広域的な影響は想定されていないのか

という点。あと、今後、梅雨、台風などのシーズンが来るわけですが、現状

の福島第一原子力発電所への影響はどうなのか。その対策はどうなのか。併

せて、大雨等による地下水への放射性物質の浸透についての懸念はどうなの

か。次の項目ですが、現状で福島県内の子どもたち、あるいは母親、大変不

安に思っていることの 1 つが、年間 20mSv ということであります。これは、

将来にわたって本当に安全と言い切れるのか、この基準を見直す考えはない

のかということです。最後です。浜岡原発が停止しましたが、既に浜岡だけ

では不十分だという声が広がりつつあります。現に、細野さんの地元でもあ

ります静岡、湖西市の市長など、原発の反対の自治体の連盟を作りたいとい

うことを言っていらっしゃる。今後、政府はエネルギー政策の見直しをする

という表明をされていますが、全廃ということも、検討材料に入るのかどう

なのか、この点もお伺いします。以上です。 

 

○司会 

1 点目、どちらからしましょうか。お茶の葉の話ですね、安全委員会の方でよ

ろしいですか。 

 

Ａ：（原安委）はい。まず、広い地域に拡散したのではないかということですけ

れども、文部科学省では今回事故が起きてから、全国各都道府県で 1 箇所で

の空間線量率のほかに毎日空から降ってきたちりの中の放射性物質の濃度な

ど、各都道府県に測定していただいたものを取りまとめて発表してきていま

すけれども、それの初期の段階 3月 20 日ぐらいまでの間では、関東の辺りで

も、放射性降下物が検出されたということがございますので、量はいろいろ

あるかもしれませんけれども、そういった意味で福島の発電所由来の放射性

物質がそういったところまで拡散してきたということは、事実かと思います。

それから、お茶の葉の問題については、現在、農水省、厚労省などで対応を

協議されているところと承知してございます。 

 

Ａ：（東電）東京電力の方から梅雨、それから台風の対策、地下水に関しまして

御回答させていただきます。まず、梅雨と大雨等が近づいてまいりましたけ

れども、作業関係に関しましては、先ほど別の質問で申し上げたとおり、蒸

し暑さということになりますので、休憩所の設置ですとか、クールベストと
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いった対策を取りたいと考えています。また、地下水に関しましても、仮設

のタンクへのくみ上げ容量を確保するということで、7月以降に関しましても、

毎月約 2 万 t ずつの仮設タンクの配備を進めていくという状況になります。

また、台風等に関しまして、風がいわゆる敷地に落ちております放射性物質

を吹き飛ばさないようにということで、現在、飛散防止剤を発電所の中にま

いております。これは昨日、映像の方で提供させていただきましたけれども、

緑色のクリコート剤というものを撒いておりまして、ほこり、粒子といった

形で飛び散らないような形で固めていくというような状況でございます。ま

た、地下水位関しましては、現在、日常的にサンプリングを行っておりまし

て、現時点で、高濃度の汚染水が漏れてこないということは確認しておりま

すけれども、更に念を入れまして、遮水壁というものをタービン建屋の東側

と原子力建屋の西側といったところに、深さ 30 メール程度の壁を作りたいと

考えております。 

 

Ａ：（文科省）学校の子どもたちの問題についてお問い合わせがございました。

ここの場でも、安全委員会に御報告させていただいた資料を御説明させてい

ただいたと思いますが、これは決して 20mSv まで達することはないというこ

とでございます。20mSv という数字から、その校庭に 1年間、子供さんがいる

ことから逆算した数字を使って、3.8µSv/h という基準で学校の使用制限の基

準は設けましたが、現在、既に、そういう学校は今のところ 1 つもございま

せん。また、実際に学校の先生に線量計を持っていただいた結果を見ても、

実際に学校にいる間の線量は非常に低いということも分かっております。た

だ、いずれにしても線量を下げる努力はしていく必要があるということで、

いろいろ校庭の方の土の表土をはぐということ、それについては、やり方に

ついても提示をしておりまして取組み、技術的な助言などもしていきたいと

思っているところでございます。いずれにしても、放射線を下げる努力など

について、また説明などはまたしっかりとやっていきたいと思っております。 

 

Ａ：（細野補佐官）浜岡原発の場合には、地震の可能性というものがほかと全く

レベルが違いますので、浜岡を停止したことと、ほかの原発についてどう考

えるのかということについては、これは、政府としては明確に区別をして考

える必要があるだろうというふうに思います。その一方で、エネルギー政策・

戦略全般については、これは見直すということを総理がはっきり明言をした

わけですので、様々な議論があり得ると思います。 

 

Ｑ：検査体制が現在十分と思っているのか、拡充する検討があるのかどうなる
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か、その点の答えが漏れたので。 

 

Ａ：（細野補佐官）すみません。ちょっとそれぞれ、食べ物の検査というのが、

農水省、厚労省の担当になっておりまして、十分情報を持ち合わせてないん

です。ですから、そちらの会見にお問い合わせいただくか、若しくは、次の

ときにということであればできるだけ情報を集めておきますので、そこは相

談させてください。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

それでは、次の説明ありますか。それでは、2番目の 1番後ろの、前の方の方。

それで、その隣の方です、2番目でお願いします。 

 

○TBS テレビ 渡部 

Ｑ：TBS の渡部です。東電にお伺いします。1号機の残留熱が、先ほど 1.5MW と

言ったんですが、まず確認させていただきます。単位は MW/h でよろしいので

しょうか。それと、これは 1.5MW というのは、2号機、3号機も同じ推定と考

えていいんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）はい、MW は、時間の単位が中に入ってございますので、1.5MW でご

ざいます。それから、2号機、3号機はちょっと数字を持ち合わせてございま

せんけれども、定格出力に対しまして、現在の残留熱といたしましては、1,000

分の 1から 1,200 分の 1というような状況でございます。 

 

○司会 

それでは、次の隣の方です。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。まず、冒頭、原子力安

全委員会の加藤さんに、記者とのやり取りを公表していただけるということ

でありがとうございました。これで質問なんですが、細野さんにちょっとお

願いしたいんですけれども、よろしくお願いします。現状認識が 1番重要で、

今まだ、それが十分にできていないので、スタートラインに立っているかど

うかも、ちょっと微妙なのではないかと思います。そこで、これに関する動

きとして、細野さんに確認させてください。現状把握する動きとして、今、
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伝えられているところで 3 つあるかと思うのですが、これで間違いないでし

ょうか。まず、IAEA の調査団が 24 日から 6月 2日に日本に来日されるんです

ね。それで 6月 20 日から 24 日ウイーンで開かれる IAEA の閣僚会議で、その

報告書を公表される。これがまず 1つ。6月上旬には細野さんをトップとする

報告書作成チームが設置され、6月中旬にも IAEA に先立ち内容を公表する。3

つ目として、原発事故検証する有識者の第三者委員会を早急に発足させ、年

内にも中間報告。この現状把握に関する動きとしては、この 3 つでよろしい

んでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）国内の、私が一応責任者をやることになりました。国内の調

査は、もう始めておりまして、公表は 6月 20 日を待たずに、各国に事前にお

渡しをして、見ていただいた上で会議に臨むということになっておりますの

で、ちょっと 5 月中というのは厳しいと思いますけれども、20 日よりは少な

くとも、少し前には皆さんにお示しをできると思います。 

 

Ｑ：そこで、IAEA が 24 日から 6月 2日に来て調査するというのは、間違いない

ですよね。そうしますと、わずか 10 日で、これは IAEA にお聞きするのがよ

ろしいかと思うのですが、御存じでしたら教えていただきたいんですが、10

日間でIAEAは、何を調査されるんでしょうか、それとも細野さんのチームと、

何かデータを共有するということでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）もちろん、いろいろ調べたデータで、先方から要請があれば

全て出すという意味では情報の共有ということになると思います。ただ、調

査としては別のラインです。日本が政府として調査をするものと、国際機関

としてIAEAが客観的にやられるものというものは別のものだということだと

思います。IAEA は、調査団は確かに、24 日にということで来ますけれども、

その前にも幾つか来ていまして、例えば、BWR の専門家が来ていろいろ情報を

取っていったり、そのほか幾つか、ちょっと全て今手元にありませんけれど

も、調査、別の項目についての様々な情報収集をしていたり、事前にはやっ

ているんです。恐らく、そういった事前の情報も踏まえた上で最終的に、こ

の調査団を出して、6月 20 日の閣僚会議に臨むものと思います。 

 

Ｑ：そうすると、仮定としてですが、細野さんのチームと IAEA のチームが現状、

例えば、Aという項目について多少数値が違うということも、これはあり得る

ということでよろしいですか。 
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Ａ：（細野補佐官）いや、数値が違うのはまずいですから、日本は事実を出しま

すので、数値が違うということはないと思うのです。それをどう評価をする

かは、日本の政府としての評価と IAEA の評価というのは、これは別のものだ

と。重なる可能性もあると思いますども、基本的には別のものと御理解くだ

さい。 

 

Ｑ：分かりました。あと最後です。第三者委員会ですけれども、これは IAEA の

データに基づいて検証されるのか、それとも、細野さんのチームのデータで

検証されるのでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）この事故調査委員会は、かなりの時間をかけて、相当の様々

なヒアリングであるとか、情報収集であるとかをした上で、中間報告を出す

ということになると思うのです。ですから、IAEA のものとは全くスピードも

違うし、多分、量も違うものになると思います。IAEA の調査自身は、我々が

やる IAEA に出す調査自体は、政府がやるものですから、それそのものも、事

故調査委員会、第三者委員会で検証の対象になると考えています。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会 

それでは、次いかがでしょうか。前の方。こちらの方と 1番端の前から 3番目

の方です。 

 

○朝日新聞 佐々木 

Ｑ：朝日新聞の佐々木です。津波に関して改めてお尋ねします。防波堤の高さ

10m というお話だったかと思うんですけれども、これ全て 10m ではないように

も見えるのですが、それと、想定の 5.7m との関係を教えていただきたいのが

1つと、これは東電さんです。あと、これまで午前中に遡上というお話があり

ましたけれども、これまで浸水高といってきた 14、15m という数字、その浸

水高という位置付けについて見直す考えはあるのかどうか。それから以前か

らお尋ねしておりますが、実際、津波がどういう波が来て、どう到達したの

かというシミュレーション、これの現状はどうなっているのかという点をお

尋ねできればと思います。それから、原子力安全・保安院の方にお尋ねした

いのが、5 月 23 日までの指示ですか、原因・対策についての指示をしている

と思いますけれども、それで、津波が原因なのか地震動が原因なのかという

ところについて、報告しなさいとになっていますけれども、それにあたって、
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そうした津波のシミュレーションであるとか、先日出た、観測された地震動

に基づく機器などの応答解析、そこまで求めているものなのか、そうでない

のか、そこをお尋ねいたします。 

 

Ａ：（東電）まず、東京電力からお答えさせていただきます。ちょっと、防波堤

の高さが写真上確かに低いところと高いところがあるようですので、一律 10m

の高さかどうかにつきましては、1回確認をさせてください。それから、津波

の想定高さにつきましては、実際に影響があります海水ポンプ建屋のところ

を置いてある箇所で、実際どれぐらいの津波になるのかというところを評価

したものでございまして、当然、防波堤で防ぐことができれば、それに越し

たことはないわけですけれども、ここまで、例えば、6 号機で起きて、5.7m

まで来ても安全上重要な設備は健全であるというようなことを確認するよう

にということで、対策を講じてきたものでございます。それから遡上高さの

見直しということでございますけれども、現在 14m～15m という形で評価いた

しておりますけれども、こちらは以前、御報告させていただいたように、建

物の水にぬれた後というようなところから推定したものでございます。今回、

御提示させていただいた集中廃棄物処理建屋側の写真でも、高さ 5m 程度のタ

ンクが冠水しているところまで写真上見えますので、この 14m～15m という遡

上高さについては、こちらに関しては、多分、問題ないものではないかと思

っています。ただ、今後引き続き津波の高さ、遡上高さにつきましては、評

価するということと、もう 1 つは、先ほどの御質問の中にありましたシミュ

レーション、侵入の様子というようなところにつきましては、まだできてお

りませんで、現在そういった評価を行っているところでございます。 

 

Ａ：（保安院）保安院ですけれども、今おっしゃった津波のシミュレーション、

それから地震応答解析などについては、これは別途指示をして、もう少し時

間をかけて急ぐ建物から評価してもらうようにしていますけれども、今回、

23 日とか、こういうレベルとは違ったスケジュールでお願いしております。 

 

○司会 

それでは、どうぞ。 

 

○NHK 本間 

Ｑ：NHK の本間ですが、東京電力の松本さんにお聞きしたいんですが、まず、午

前中サーベイマップが出ているんですけれども、今、屋内での作業環境につ

いてどのように御認識されているかという点をお伺いしたいのと、あと、1号
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機は瓦れきの撤去等は進んでいて、2号機はまだということなんですが、どう

いう方針で今、行っているのかという点について、まずお聞きしたいと思い

ます。それと、あと 2 号機に入られて調査された方、体調を崩されているん

ですけれども、これは出ていたら申しわけないのですが、何歳代の方だった

のかという点と、これまで熱中症と診断された作業員の方、何人ぐらいの方

がいらっしゃるのかという点をお聞きしたいと思います。あと、もう 1点、4

号機ですが、プールの水位計を燃料交換機に取り付けるというお話を午前中

にされていたかと思うのですけれども、もう付けたのかという点と、どうや

って水位を測るのか、詳しくお聞きしたいのですが。 

 

Ａ：（東電）まず、サーベイマップの件でございますけれども、今回、1 週間に

1度程度、こういったデータを公表させていただいておりますけれども、瓦れ

きの撤去等が進んでおりますので、屋外の作業につきましては、比較的被ば

く線量としましては低くなりつつあるのではないかと思っています。ところ

どころ、まだ高線量の瓦れき等がございますけれども、そういったものを遂

次、コンテナ詰めすることで、そういった雰囲気の線量も下げられると思っ

ております。現在、1号機の周辺を実施しておりますけれども、こちらは、今

後、想定しております代替冷却ですとか、そういった装置の設置場所という

ことで、先行して進めているところでございます。また、リモートコントロ

ールによります撤去のほか、大物搬入口付近等も、そういった設備の設置の

面がございますので、そういった作業と合わせて瓦れきの撤去の方をしてい

くということになります。それから、2号機で熱中症になった者でございます

けれども、これは 30 代の男性になります。特に現在では回復していることに

なります。4号機の使用済燃料プールに対します水位計の設置につきましては、

正式に設置したというような報告はまだ受けておりません。注水は開始した

とのことになっております。このコンクリートポンプ車を使って、今回設置

をするといことで、計画は進めているところでございます。水位計の原理で

ございますけれども、こちらはどちらかというと、物差しのようなものを燃

料交換機の方からぶら下げまして、そこに熱電対が入っておりますので、熱

電対の変化、温度が高いプール水がくると、そこで検知ができるといったも

のでございますので、解像度といいますか、温度の高さの解像度といたしま

しては、そんなにミリ単位で測れるようなものではないということだそうで

す。 

 

Ｑ：それは、無線ではなくケーブルのようなもので、データが入ってくる形に

なるんでしょうか。 
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Ａ：（東電）そこは、確認させてください。 

 

Ｑ：それとあと、この前、熱中症と診断された作業員の方がどれぐらいいらっ

しゃるか。 

 

Ａ：（東電）何人か、既にいらっしゃいますけれども、正確な人数につきまして

は、別途確認させてください。 

 

○司会 

それでは、次、いかがでしょうか。後ろの方、手を挙げておられる方。お 2

人おられるんですか、ごめんなさい。では、こちらの方、次に、こちらの方で

お願いします。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：先ほど、坪井さんですか、学校の線量について触れる際に、非常に低いと

いうような表現をされたんですけれども、非常に低いというのは、年間に 1mSv

以下になるということが予想されているから、非常に低いという表現を使わ

れたんですか。 

 

Ａ：（文科省）前回御報告させていただいた、いわゆる学校の先生に持っていた

だいたデータについては、すみません、数字を申し上げますと、この 4 月 27

日から 5月 8日まで、線量計をもっていただきました。そのときに、 

 

Ｑ：数字を聞いているのではなくて、端的に非常に低いという表現をされたの

で、それは 1mSv 以下に年間なるということを予測されているから、非常に低

いという表現をされたんですかということを聞いているだけです。 

 

Ａ：（文科省）先生に持っていただいた線量計の平均が 0.22µSv/h で、学校に 1

日 8 時間 200 日いたとすると 0.35mSv と計算されたという数字を、その表現

でいたしましたが、0.35mSv と学校にいる間は、このように推計されるデータ

が得られたということでございます。 

 

Ｑ：結局、1mSv を超えると、それは必ずしも安全かどうか分からないわけで、

非常に低いという表現をされる場合に、やはり、そういう表現を聞くたびに、

いろいろ考えるところがあると思うのです。その関連ですけれども、文科省
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の方が出されている放射能を正しく理解するためにというホームページがあ

るんですけれども、そのホームページの中に、誤った理解をすることによっ

て、PTSD になるんだとか、不安を感じることで PTSD になるんだとかと書いて

あるんですけれども、他方で、放射線の影響の評価について、100mSv の場合、

がんが発生する率が 0.5％程度上昇すると見積もられていますと、こう表現に

なっています。しかし、ICRP のデータによると、0.5％という数字はがんで亡

くなる人の発生する数字であって、発がんの確率では全くないと思うんです

けれども、この辺、こういう間違ったものを文科省が正しく理解するために

というふうに書いているというのは、これは、一体どういうことですか。 

 

Ａ：（文科省）ホームページの内容を確認させていただきます。 

 

Ｑ：きちんと確認してください。それで、安全委員会の方に聞きますけれども、

こういう間違った評価がなされること自体は、前も 1 度お伺いしましたが、

安全委員会なり、保安院でもいいですけれども、きちんとICRPのデータなり、

きちんと文献を引きながら説明をしているということがなされてないからだ

と思うんですけれども、それは、先日、近々やっても構わないということを

言われたと思うのですが、どうでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）ICRP の 2007 年勧告の関係部分は昨日、お配りいたしまして、安

全委員会では、そういった考え方で放射線防護上の判断をしていますと申し

上げました。それを、やはりより広く国民の方に知っていただくために、今

そういった ICRP の勧告も踏まえて、低線量放射線、特に、100mSv から以下の

影響については、どういうことなのかというのを安全委員会のホームページ

に載せるべく、今準備をしております。できるだけ早く載せたいと思います。 

 

Ｑ：あと、1点だけなんですけれども、アメリカの DOE の方で、新幹線に乗って

東京から仙台まで行ったときに、どの程度の被ばくをするというようなこと

がデータとして発表されているわけですけれども、こういうデータは、日本

では協力して測定していると思うんですけれども、発表されているのでしょ

うか。発表されていないとしたら、なぜ発表しないのか。つまり、どこかの

ホームページにいったら、そういう放射線に関するデータが全部分かるとい

うようなところが、やはり政府が主体になって作って、安心してもらえると

ころは安心してもらう、危険だから避けてもらうところは避けてもらうとい

うのをきちんと、一目で分かるような情報発信をされるべきだと思うんです

けれども、その辺りは、細野さんいかがでしょうか。 
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Ａ：（細野補佐官）正にそういう情報発信を目指しているんです。ですからモニ

タリングポイントもふやしていますし、様々なデータも即時公開ということ

でやっております。公開の仕方も含めて、できるだけ国民の皆さんに納得を

していただけるような方法を順次考えて、改善には努めていきたいと思いま

す。 

 

Ｑ：分かりました。ただ、やはり、今回みたいに、アメリカの方が先に情報を

出してくるというようなことになると、やはり十分だとは思われませんので、

その辺は改善をしていただきたいと思います。 

 

Ａ：（細野補佐官）はい。できる限りの改善に努めます。 

 

○司会 

どうぞ。 

 

○フリーランス 島田 

Ｑ：フリーランスの島田と申します。よろしくお願いします。まず 1 点、細野

補佐官と、東京電力に伺いたいんですけれども、これまで補償についてリア

ルタイムで、今、損害のある人に対してということがメインだと思うんです

が、放射能の場合、晩発性といいますか、30 年後、40 年後とかに疫学的な調

査をした結果、今回の事件で白血病になったなどの事態があった場合の補償

というのは、どう考えていらっしゃいますか。 

 

○司会 

その御質問だけでよろしいですか。 

 

Ｑ：まだあります。また、前の話になるんですけれども、これは経済産業省に

伺いたいんですが、かつて、MOX 燃料を採用する場合に、経済産業省、その採

用に反対した人間がパージされたという話を、例えば、衆議院議員の河野太

郎議員とかが言っているんですけれども、この辺りの詳細を、もし御存じで

あれば教えてください。もう 1 つ、また東京電力に、これは例えば、宮古市

田老町のギネス級といわれた万里の長城でさえ津波で破壊されてしまったと

いう事態が、現実がある中で、どれだけの、更に世界一を超えるような防波

堤を作らなければ、津波は現実として破壊されてしまうという可能性がある

んですけれども、この辺り、どこまでの強度を考えていらっしゃるんでしょ
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うか。以上 3点です、よろしくお願いします。 

 

Ａ：（東電）まず、東京電力関係の御質問を答えさせていただきます。補償の関

係につきましては、現在、文科省さんの方に設置されております指針の委員

会にもとづきまして、私どもとしては対応させていただきたいと考えていま

す。それから、3番目の御質問の防潮堤でございますけれども、こちらに関し

ましては、現在柏崎も含めまして、約 15m の高さの防潮堤を建設しようとい

うことで、現在、検討を進めております。なお、今回の津波の経験を踏まえ

ますと、やはり、そういった設備が壊れたとしてもどうするかということで

ございますので、現時点で取れる対策といたしまして電源車ですとか、消防

車、それに必要なホース、電源ケーブルといったものは高台の方に用意して

おりまして、いざというときに、そういったものが使えるという訓練を含め

て対応を考えたいと考えております。 

 

Ａ：（保安院）原子力安全・保安院ですけれども、今の Mox 燃料に絡む経済産業

省の人事の関係については、私は承知しておりません。 

 

Ａ：（細野補佐官）まず、賠償の問題ですけれども、当面、まず我々が対象とし

てしっかり償っていかなければならないのは、これは当面の、正に目の前で

被害を受けられている、そういう皆さんだろうと思います。どれぐらいの時

間軸でどういったふうに、様々なケースに対応していくのかというのは、率

直に言うとまだ見通すことができていないという状況だと思います。様々な

リスクが、放射能の場合は考えられますので、そういったことも、いずれか

の時期には視野に入れて、政府としての、さらには、東京電力としても対応

が必要になる可能性はあると思います。あと、Mox 燃料の件ですけれども、経

済産業省の中では様々な議論があったということは、私も耳にしたことはあ

りますけれども、それはそれで、一定の決着を付けて六ヶ所をやるというこ

とに経産省はしていたわけです。その議論があった、なかったということに

かかわらず、これから、いわゆるバックエンド全体をどのようにしていくの

かというのは、正に議論が必要だということを総理が、この間国会でも答弁

されたものと承知しています 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

それでは、次いかがでしょうか。今手を挙げておられる方で、一巡させていた
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だいたので、最後にしたいと思いますが、では、後ろの方、お 2人ですか。こ

ちらの方が、前の方がお 1人ということで、順番にお願いできればと思います。 

 

○ロイター通信 齋藤 

Ｑ：ロイター通信の齋藤と申します。東京電力の松本様にお聞きしたいのです

が、今日のブルームバーグの記事で、東電の 3月 11 日当日のデータについて

放射能、第一から 1.5km ほど離れたところでのモニタリングポストで、3 時

29 分、津波が来る前に放射性物質を検出して鳴るアラームが、津波の前に鳴

っていたという記事が、今日出ていたんですけれども、それについて実際に

そのアラームが鳴っていたのか、だとすると、津波が来る前に放射能は出て

いたのかについて、お聞きしたいんですけれども。 

 

Ａ：（東電）ちょっと、そのデータを今、確認できておりませんので、折り返し

御回答させていただければと思います。 

 

○司会 

それでは、次の方、どうぞ。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：度々すみません、フリーの木野ですけれども、すみません東京電力の松本

さんに。先ほど、アレバの浄化システムの核種で、ちょっとお答えいただい

ていなかったんですが、プウトニウムやウラニウムは除染の中に入っている

のでしょうか、というのと、あと、以前お伺いして、日にちが分かっていな

かったんですが、先日の会見でタービン建屋等の地下水の方のサンプリング

で、アルファ核種やベータ核種のサンプリングをやられていたようなのです

が、これはサンプリングの日にちであるとか、いつ公表いただけるかという

のは、お知らせいただけますでしょうか。あと 1 点、文科省の坪井さんに、

先ほど学校の先生の線量をモニタリングで、数値が低いというお話があった

のですが、これはモニタリングの方法として、そもそもゴールデンウイーク

の間で、学校に行った方がいらっしゃったり、行ってなかった方がいらっし

ゃったり、屋内いる時間がなかったりということで、安全委員会の方では余

り適切ではないという判断をしているようなのですが、それを、改善したり

するような予定というのは今後あるのでしょうか。今後、このゴールデンウ

イークの期間中のモニタリングを何かのバロメータに出すのは適切ではない

ように思うのですが、この点はいかがでしょうか、お願いします。 
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Ａ：（東電）はい、まず東京電力の方からアレバの水処理システムの方の御回答

からさせていただきますけれども、まず、このアレバの除染システムに関し

ましては、セシウムの除去が主な目的でございまして、他のアルファ、ベー

タの核種につきましても、その他のガンマですとか、他の核種につきまして

の除去もできるとは聞いております。ただ、アレバさんとの契約上の理由が

ございまして、これ以上どういった核種をどれぐらいの割合で取れるかとい

うところにつきましては、非公開ということだそうです。それから、昨日会

見中にお話しさせていただきました、たまり水の核種分析の結果につきまし

ては、今データをまとめている段階でございますので、近々公表できると考

えております。 

 

Ｑ：すみません、ちょっと確認なんですが、核種に関して詳細は非公開という

のは、これは決定事項でそういうことになっているのでしょうか。 

 

Ａ：（東電）こちらは東電と、アレバさんとの契約の中でそういうことになって

いるということだそうです。 

 

Ｑ：すみません、その関連で保安院の方、それから細野さんにお伺いしたいの

ですが、これは、核種でどの程度何が取れるかというのを詳細に公開されな

いというのは、今後の環境への影響その他を含めて、非常に不適切なことだ

と思えるのですが、いかがでしょうか、コメントいただけますでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）まず、保安院からは、この水処理のシステムを作るに当たっては、

その内容について、こちらとしても安全性を確認する必要がありますので、

保安院に対して報告をしていただくことになります。今の核種の問題につい

ては、当然、それも検討の対象になると思いますけれども、それとこの契約

上の公開との関係については、少し整理をしてみたいと思います。 

 

Ｑ：ごめんなさい。今の核種の関係で細野補佐官に、今、非公開ということな

んですが、このことは、まず御存じでしたでしょうかというのと、公開、そ

れを東電側に要請される考えはないでしょうか。 

 

Ａ：（細野補佐官）私も今、初めて聞いて確認をしたところです。一般的な監視

は確かにヨウ素とセシウムなんです。これが下がればリアクターの中に入れ

られるということでしたので、それのデータばかりに目がいっておりました

が、ほかにも様々な核種がありますので、そういったデータについても、当
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然、知るべき情報だと思います。アレバ社の方がそのデータがないという趣

旨で言っているのか、それとも、分かっているけれども、公開できないとい

うことを言っているのかも含めて、今、初めて聞いた話ですので、分かりま

せんので、確認をしてみたいと思います。その上で、当然、どれぐらい取れ

たかという結果自体は、公表すべきだと思いますので、アレバ社が情報を持

っていなかったとすれば実際にやってみて、それぞれ核種がどれぐらい減っ

たのかというデータは取った上で公開をするように、私どもとしては要請を

していきたいと、私としては要請をしたいと思います。 

 

Ｑ：よろしくお願いします。文科省、坪井さんお願いします。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございます。今回、先生に持っていただいたのは、

本当にまだ第 1回目のデータでございますが、8月下旬まで、このモニタリン

グはやる予定にしております。その段階で適宜出てくるデータを、これは 2

週間に 1 回以上の頻度で安全委員会に御報告いたしますので、出てきたデー

タを、その段階でまた見て、御覧いただければ、評価いただければいいと思

います。 

 

Ｑ：そうすると、先ほどのように、現状の段階で非常に低いというコメントが

先ほど出ておりましたが、ああいったことは、余り今の現状では言えないと

思うのですが、その辺の認識いかがでしょうか。 

 

Ａ：（文科省）ちょっと、言葉がやや不適切だったかもしれません。データを正

確に申し上げればよかったと思っております。今回、ただ、あくまでも、先

生が出勤されて帰られるまでの間の学校で、その線量計のデータを記録して

いただいた時間の中で計算をした値でございます。 

 

○司会 

それでは、最後ということで前の方お願いします。後ろ、手を挙げておられた

ですか、では、前の方の次に最後ということで、後ろの方にまいります。 

 

○毎日新聞 平野 

Ｑ：毎日新聞の平野と申します。安全委員会にお伺いします。今、全国の原発

立地自治体から、防災指針の見直しを求める声が上がっていますが、今後ど

のようなスケジュール感で、見直しの作業に着手するのかをお伺いさせてく

ださい。 
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Ａ：（原安委）防災指針もそうですし、先ほど申し上げました安全設計関係の指

針についても、全て今回の教訓を踏まえて、どういう点を見直さないといけ

ないのか、これは明確にしていかないといけないと思いますけれども、その

ためには、防災対応でもどうであったのかというようなことが必要でござい

まして、やはり、そういったことが、細野補佐官の方でまとめられる報告書

などで出てきますでしょうから、そういったことも参考にして、どういった

点を直さないといけないのか、まずはそこを明確にするところから初めてま

いりたいと思います。そういった意味で、まだ具体的な明確なスケジュール

というものがあるわけではありませんけれども、とにかく指針類については、

どこのどの指針のどこがまずかったのか、これを明確にしていくことは、是

非ともやらなければいけない責務だと思っております。 

 

Ｑ：一方で、独自に EPZ を広げるとか、そういう動きをしている自治体も、今、

検討に入っている自治体もあるんですが、そういう動きについては安全委員

会としては、それはちょっとやってくれるなとか、ストップをかけたり、若

しくは、やるべきだとか、どういうふうに考えているのでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会としては、そこについては特別のスタンスは持ってお

りませんし、基本的にその自治体がいろいろ御検討されること、それ自体に

ついて、どうこう申し上げる立場にはないと思っています。 

 

○司会 

それでは、後ろの方、最後ということでお願いします。 

 

○NHK 山崎 

Ｑ：NHK の山崎です。ちょっと 4 つ違う分野の質問になるので、取りあえず、1

回まとめて言った方がいいんですね。 

 

○司会 

そうですね。恐縮でございます。お願いします。 

 

Ｑ：1つ目は、先ほど、ほかの記者の方から出たのですが、食品の放射線の検出

の体制がどこまで十分なのかというところが、消費者からすると関心事だと

思うんですけれども、この魚とか、水、野菜、肉等になると思うんですけれ

ども、これ、合計何箇所というか、何台くらいの線量計を使ってどういう体
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制でやっているかといったところを、どこの機関が統括してみているのかな

というところで、原子力安全委員会が、多分そこを担うべき機関は、そこぐ

らいしかないのかと思いますが、この辺りトータルとして、食の放射性の影

響なんかを見られているところがあるのかどうかというのと、次回のときに、

どれぐらいの体制でできているのか、それは水も含めてですけれども、魚も

含めて、是非お示しをいただければというのが 1 問目です。もう 1 つは、第

三者委員会なんですけれども、これは国会とか総理の会見で出ていたので、

少しこちらの理解がないのかもしれませんが、もし、可能だったら細野さん

に補足いただきたいんですけれども、これはいわゆる航機時事故のような、

法律に基づく事故調的なイメージでいくのか、任意の第三者委員会なのかと

いったところが、少し理解していなくて、そこを補足してもらいたいのと、

もし、事故調等であるんでしたら、海外なんかでは、関わった方々の証言を

取っていかないといけないということになると、その人に過失があれば、下

手なことを言うと裁判でその人が負けてしまうとか、損害賠償の対象になる

とかで、どういうことをしたんですかというふうに聞き取っても、黙秘して

しまうとかといって、事実は分からないということがあって、海外なんかで

は、免責という形でヒアリングをするというようなやり方もされていると思

うんですが、実際に、今回の第三者委員会になるのか、もうちょっとリジッ

トなかたい事故調でいくのか、その辺も含めて少し御解説をください。あと、

これは、坪井さんの方になると思うのですけれども、学校のグランドの土の

入れ替えの何種類かのやり方を先週示された中で、取材をしていると、上に

ある土を下の方に持っていって、下の土を上の方に上げるやり方だと、結局

セシウムとか、半減期の長いものを地面の下の奥の方に埋めてしまうので、

逆に長期間、汚染されたものを 50cm かその辺りに埋め込んでしまうと解決に

ならないのではないかというので、結構そういう廃棄物系をやっていらっし

ゃる専門家からは、あのやり方は、ちょっとあり得ないのではないかという

ような意見を聞いたんですが、その辺り、今後どういうふうにグランドの土

の入れかえというのは、今、どのような議論をされているのかというのを教

えてください。最後ですけれども、東電の福島の社員の方とか、家族の方の

声を聞くと、もちろん事故を起こした会社としての責任というのは、これは

徹底的に追及されないといけないということは言うまでもないことなんです

けれども、福島で家族の方とかが、いろいろ責められるというか、あなたた

ちの会社のせいでということで、メンタルの問題とか、そういうものも出て

いると聞いています。昔、高速増殖炉「もんじゅ」の事故を起こしたときに

社員の方が、責任を感じてか何かで自殺されたりとか、そういったような悲

劇もあって、東京電力として発電所の作業員の安全を守るのは当然なんです
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けれども、そのほかの多くの社員の方のカウンセリングとか、そういったと

ころは今どうやっていらっしゃるのかというところ、それは政府側の見解も

聞きたいんですけれども、取りあえず以上、大きく 4点です。 

 

Ａ：（原安委）まず、安全委員会ですけれども、食品の放射線検出体制について

御質問がありましたけれども、安全委員会では、この食品中の放射線あるい

は放射性物質につきましては、防災指針の中などで、基準、何らかの介入措

置を検討することをすべき基準、こういったものは設けておりますけれども、

実際の活動は食品衛生法などに基づいて、厚生労働省などが行うとか、ある

いは原災法に基づいて政府の対策本部の方からいろいろな御指示がなされる

ということになっております。実際の食品の検出体制そのものがどうなって

いるかということなんですけれども、これにつきましては、全体は厚生労働

省の方が自治体、県などと御協力しながら進めているものと承知しておりま

して、安全委員会の方で全体を統括したり、全体の様子を把握しているとい

うことはございません。全体の様子は、そういったところにお問い合わせい

ただくのがよろしいのではないかと思います。 

 

Ａ：（東電）当社の社員の健康状態でございますけれども、こちらに関しまして

は、健康診断の際の医師の面談ですとか、あるいは不調を訴えた場合にも当

然、お医者様のカウンセリングが受けられるような体制を今のところ取って

おります。また、特に今回全力を尽くしておりますけれども、時間外労働等

が多い者に対しましても、毎月の面談をやるという体制で、今、臨んでいる

ところでございます。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございます。前回、この原子力研究開発機構がやり

ました調査について、上下の入れかえと、集中して埋めるという方式もある

ということで、それぞれ、遮へい効果があるということを御説明いたしまし

た。確かに、今回の調査の中では学校敷地外に土壌を持ち出さずにやるとい

う中での方法でございます。その場合、こういった形で遮へい効果はあると

いうことはお示しをしたものでございます。御懸念のような点もあろうかと

思いますが、学校の敷地外の方で、処分ができるかできないかということと

の関係で、学校敷地外に持ち出さない場合であれば、これは、やはり有効な

方法であると考えてられていると理解をしています。 

 

Ａ：（細野補佐官）山崎さんの方から 1つ目におっしゃった食品については、で

きるだけ我々も備えをするようにはいたします。ただ、実際に厚生労働省の
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方で、かなり個別の品目について発表をしておりまして、詳細な 1 つ 1 つの

データについては、そちらにお問い合わせいただくのがいいと思います。次

のときには、大体こういうことでやっているということについては確認をし

た上でお答えをできるようにしておきたいと思います。事故調査委員会の方

なんですが、私もどちらかというと、というよりは明確に調査を受ける側で

ございまして、私は全て、当然、事故調査委員会に話すつもりでおりますし、

責任を免れるつもりは全くありませんので、その覚悟を決めております。あ

と、どういった形での委員会になるのかというのは、それは今、いろいろな

調整が行われていると承知をしておりまして、調べられる側の私が、余りそ

の調整には入らない方がいいかなと思って加わっておりませんので、すみま

せん、そこまでしかお答えをできません。最後に、東京電力の皆さんの中で、

厳しい声を受けている方がいるという件については、非常に強い懸念を覚え

ます。是非、国民の皆さんに御理解をいただきたいのは、東京電力という会

社そのものには責任を取っていただかなければならないわけでありますけれ

ども、そこで働いている人たちは、懸命に努力をしているということは分か

っていただきたいと思うんです。特に、福島の第一、第二、両発電所で働入

いる人たちというのは、かなりの割合で被害者でもあるわけです。津波や、

地震や、場合によっては発電所の周辺に住んでおられて、家に帰れないとい

うことも含めて、災害の被害者であるわけです。ですから、そういった方々

に対するいたわりは、当然政府としても強く意識すべきだと思いますし、で

きれば国民の皆さんにも、持っていただきたいと、そう考えます。やれるバ

ックアップがあれば東京電力と相談をして、そういった皆さんに対する何ら

かの取組みができるようであれば、それは前向きに検討したいと思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。ちょっと個別になりますけれども、今、食べ物に

ついては、全て厚生労働省が取りまとめているという理解でいいんですか。

つまり、肉であったりだとか、多分、それは農水省も絡むんでしょうし、当

然肉魚も絡むでしょうし、もちろん自治体も含めてですけれども、その辺り

トータルで、食べるもの、口に入るものの放射線の影響というのを完全に、

その管理下に置けているような組織というか、それはどうなっているんです

か。それとも、ばらばらでまた省庁になっているのかという、それを教えて

もらっていいですか。 

 

Ａ：（細野補佐官）食べ物全体については、出荷制限などについては、厚生労働

省が一元的に担当しております。もちろん、いろいろな状況であるとか、様々

な農家の置かれている状況などについて農林水産省とも連携をしていると思
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いますが、責任体制としては厚生労働省ということです。 

 

Ｑ：分かりました、ありがとうございます。あと、第三者委員会は非常に法律

に基づいた事故調になるのか、緩やかないわゆる第三者委員会になるのかと

いうのは、分からないというか、今、検討中という理解でいいんですか。 

 

Ａ：（細野補佐官）検討中ということなんですけれども、緩やかな組織になるこ

とは絶対にあり得ないと思います。当然、トップの方も含めて、極めて厳し

い調査をできるような体制にしないと何の意味もありませんから。そこは、

しっかりと調査をして、それを国民の皆さんに公表するというのが事故調査

委員会の役割でございますので、そういったことは間違いなく行われるもの

と、私は確信しています。 

 

Ｑ：分かりました。社員さんとか、その家族の方なんですが、もちろん、そう

いうところを心を配ってくださいという、概念論はいいんですけれども具体

的に東電として、そういう家族の方のカウンセリングとか、そういったこと

の具体論は何かやっていらっしゃるんでしょうか。松本さんの方から。 

 

Ａ：（東電）東京電力自身といたしましては、まだ、そういったところまで手が

行き届いていないところがございますが、社員自身の健康をまず第一に考え

ております。 

 

Ｑ：分かりました。最後に、これは細野さんに、また要望なんですけれども、

会見をゴールデンウイークの明けには、もう 1 度いろいろ微調整で見直した

いというふうにおっしゃっていて、我々取材する側もなかなか締切があった

りとか、どうしても大きいことを一堂にやられると、議論がまとまらなかっ

たりとかあって、いろいろな各社、フリーの方もおられるので、どういうや

り方がベストか分からないですけれども、なんとなく土日にやらなかったり

とか、なし崩し的にやり方が流れていっているところがあって、ゴールデン

ウイークが終わって大分経つので、しかも、これは長期に渡ると思うので、

ちょっとどこぞでちゃんと皆さんの意見を取ってもらって、なるべく広報の

人がやりやすいように、ちょっとどこかでしてもらえるように御検討いただ

ければと思います。 

 

Ａ：（細野補佐官）いろいろ個人的には意見を言って下さる方がいるので、私の

方でも聞いてはいるんですけれども、もう少し幅広くどういった形で皆さん
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の御意見をいただけるのか、そこは相談させてください。ありがとうござい

ます。 

 

○司会 

はい、どうもありがとうございました。それでは、以上で質疑を終りとさせて

いただきます。東京電力の方から、本日の作業状況について説明いたします。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 

○東京電力 

 東京電力の方から、本日の作業の実績と、あと御回答できていない部分につ

きましての回答を引き続きさせていただきたいと考えております。まず、原子

炉への注水の状況でございますけれども、1 号機が 6m3/h、2 号機が 7m3/h、3 号

機が 18m3/h で、現在注水中でございます。1 号機の窒素の封入でございますけ

れども、本日、14 時現在の値といたしまして格納器の圧力が 137.6kPa、窒素の

総封入量は 27,900m3 でございます。2 号機の原子炉建屋内での作業は、本日実

施しておりません。使用済燃料プールの放水、注水でございますけれども、本

日 4号機に対しまして、約 100t の予定で現在実施中でございます。先ほど御質

問にありました水位計の設備につきましては、設置が終わったということだそ

うです。それから、タービン建屋のたまり水の移送でございますけれども、2号

機に関しましては、本日 17 時断面でプロセス主建屋の増加量は 3,094mm でござ

います。本日の午前 7時より 51mm の上昇になります。総移送量に対しましては、

7,788m3ということになります。増加量は 3,094mm と移送量は 7,788m3になりま

す。3 号機に関しましては、こちらも本日 17 時の値でございますけれども、雑

固体廃棄物減容処理建屋の増加量といたしましては 841mm、増加量は本日 7時よ

り178mmでございます。移送開始からの移送量に関しましては588m3になります。

トレンチの水位でございますけれども、1号機が 1,020mm、2 号機が 3,240mm、3

号機が 3,360mm で、昨日より変化がございません。タービン建屋の水位でござ

いますけれども、1 号機が OP5,050mm、2 号機が 3,230mm、3 号機が 3,330mm、4

号機が 3,450mm で、1、2、4号機は変化ございませんが、3号機は、本日 7時よ

り 10mm 低下でございます。飛散防止剤の散布実績でございますけれども、クロ

ーラーダンプによります無人の散布は本日行われておりません。有人によりま

す散布を管理型廃棄物最終処分場周辺に対しまして、約 8,750m2に対して実施し

ております。それからリモートコントロールによります瓦れきの撤去でござい

ますけれども、本日 1 号機の原子炉建屋に西側周辺にてコンテナ 5 個分の回収

を行っております。累計で申し上げますと 176 個ということになります。それ

から 3号機、4号機の大物搬入口前の瓦れきの撤去につきましても、引き続き実
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施中でございます。メガフロートの出港予定日でございますけれども、明日の

出港に関しましては波が高いため延期しておりますが、翌 5 月 20 日の 18 時 30

分頃、天候がよければ小名浜港を出港いたしまして、福島第一の方に向かう予

定になっております。それから、取水口の付近に高濃度の汚染水を流出した関

係で、ゼオライトを投入した袋を本日追加投入いたしております。1、2 号機の

取水口の護岸に 7袋、3～4号機の取水口側の護岸に 3袋で、計 10 袋のゼオライ

ト入りの土嚢といいますか、かごを投入しております。1かご当たり 120kg のゼ

オライトを入れているということになります。それから 2～3、質問が残ってい

る件でございますけれども、まず、津波が来襲したときの堤防の防波堤の高さ

でございますけれども、2の 1の写真で正面に見えるところの防波堤が、高さ約

10m でございまして、周辺側が 5m から 5.5m ということで、少し低くなっており

ます。それから、1件訂正がございまして、先ほど NHK さんの質問で、昨日熱中

症になった方の年齢をお答えしましたけれども、40 代の男性が正確な年齢でご

ざいます。同じく NHK さんの質問でございますが、水位計の仕組みでございま

すけれども、今、燃料交換機にぶら下げておりまして、この値を無線によりま

して免震重要棟の方に送っているというような状況になります。ただ、現在微

調整をしているという段階でございまして、まだ実際の測定には入ってござい

ません。それから、残留熱の御質問ございましたけれども、現在、1号機の残留

熱 5 月 15 日現在で 1.4MW、2 号機と 3 号機は、それぞれ 2MW でございます。そ

れから、ロイター通信さんの方から 3月 11 日のモニタリングポストで高い値が

検出された件でございますが、こちらに関しては、このポイントには 2 種類の

計測装置がございまして、1つの検出器だけが、上限を超えているというような

ことで、高い値の傾向が出ています。ただ、こちらに関しましては、同日、も

う 1 つの方の計測器の確認をやっておりまして、もう一台の方は正常な動作、

異常な値を示していないということと、その際に高い値高を出している計測器

に関しまして、点検を行いましたところ、故障ではないかということで確認を

したということだそうです。したがいまして、3月 11 日の 15 時 29 分の段階で、

放射性の漏れがあったというようなことにはなってないと判断しております。

以上でございます。 

 

○司会 

はい、ありがとうございました。それでは、以上をもちまして本日の記者会

見は終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。次回の予

定でございますが、先ほど、ちょっと出ましたけれども、明日、この会場で、

東京電力の方の決算の発表があるということでございまして、3時半からという

ことでございますので、合同の記者会見は明日はなしということで、次回は明
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後日の 21 日土曜日でございますが、16 時半から、ここでということでお願いで

きればと思っております。以上でございます。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


